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はじめに

介護保険制度が実施されてから 10 年余が経過
した。同制度は発足当初からサービス基盤の整備
や超高齢社会に向けた財政基盤の課題をかかえ
てのスタートだったが、今や後期高齢者医療制度
や障害者自立支援法のような法制度そのものの
廃止まで後戻りする議論は起きていない。数々の
課題はかかえつつも、この制度は国民に受け入れ
つつあると言ってよいであろう。

目下、社会保障審議会介護保険部会では、2012
年の介護保険法改正に向けて、10 年の成果と課
題を検討する本格的議論が行われている。その内
容は、財政的安定確保のための保険料や公費の負
担問題はもちろんのこと、施設・住まい・在宅・
地域密着サービスの給付や保険者のあり方、介護
人材の確保と処遇の改善策まで広範囲にわたる
見直しである（本誌の発行時期には集約に入って
いる予定）。そうした政府の動きに対し、2010 年
頃から識者や専門職者、市民団体、事業者団体側
から見直しについてのさまざまな意見や提案が
表明されている。中には要介護認定のあり方につ
いての見直しや廃止論などの抜本的な改革論も
登場し、審議会の部会以外でも議論が活発化して
いる。１）

介護保険制度は、法でうたわれているように国
民の共同連帯の理念と利用者個人の尊厳を保持
し、自立した日常生活を支援する目的で創設され

た新たな制度である。この制度の創設にジェンダ
ーの視点からは、従来の家族という私的介護の問
題から社会的領域の問題へと移行し、嫁、娘を中
心とする女性の過重な負担が軽減されるであろ
うという期待感があった。その後、介護保険制度
の評価研究においては、ホームヘルパーを主体と
する在宅介護体勢がどこまで進んだか、また介護
者の負担軽減によって『介護の社会化』の進捗状
況を分析する研究などが報告されている。こうし
た調査研究からも介護負担の問題は未だ残され
ていることが明らかであり、当事者とその家族か
らも社会化が進んでいないことへの苛立ちの声
が聞かれる。２）

そこで本稿は、改めて「介護の社会化」の意味
を確認し、介護保険制度発足前後の政府の審議会
等の答申資料、介護保険制度発足後の文献等によ
り、社会化のとらえ方について論考する。「介護
の社会化」という用語に着目する理由は、すでに
教科書のキーワードや社会福祉関係の辞典に記
載される用語でありながら、最近の文献や発言で
はその言葉を用いる人によって意味合いがあい
まいになりがちになり、それが介護保険制度の問
題認識にも関連しているのではないかと考える
からである。

ケアの社会化、介護の社会化については、ここ
数年、家族社会学、臨床社会学等の研究者による
ケア論についての著作、対談等が相次いでいる。
それらの知見も参考とするが、まず始めに語義を
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明確にした上で社会福祉の発展過程における「介
護の社会化」の意味を明らかにする。そして社
会化における家族介護の位置づけ、及び家族介
護の評価に焦点をあてて、今後の課題を展望す
る。

なお、「介護の社会化」は、障害者、高齢者の
介護において広く使われる用語ではあるが、本
稿では、高齢化による介護問題の深刻化にとも
なって、新たな高齢者の介護システムが求めら
れていった 1990 年代以降、関係の文献等で表現
されている「介護の社会化」の意味について言
及する。

１．「介護の社会化」の語義と背景

始めに「社会化」の一般的な語義について整
理する。『大辞泉　増補・新装版』（1998）によ
れば「１. 社会が形成されていく過程。２. 個人
が、集団の構成員となるために必要な意識を身
につけていく過程。３. 生産手段などを、個人の
所有・管理から社会の所有・管理へと変えるこ
と」とある。介護の「社会化」は、このうち「個
人の所有・管理から社会の所有・管理へと変える」
の意味に近い意で用いられている。『大辞林　第
三版』（2006）では、この部分を「生産労働や育
児などが私的・個別的なものから共同・集団的
なものになること」との表現で説明されており、
介護の場合はこれが最も近い語義になろう。

次に社会福祉分野における各種の用語辞典で
は、「介護の社会化」の項目がすでにあり、以下
のような定義と説明になっている。（以下、引用
を入れながら筆者要約）

『現代社会福祉辞典』（2003）では「家庭のな
かで行われてきた介護を社会全体で担うこと。
介護を社会的に支える一つの方策として介護保
険制度がある。」とし、要介護者の家族等だけに
頼る家族介護の崩壊の危機の説明を加えながら、

「このような問題を解決するために、家族以外の
担い手による職業としての介護サービスの提供
が社会的に要請された」とその背景や意義にも
ふれている。

また、『社会福祉用語辞典』（2009）では、介

護の長期化・重度化している一方で高齢者の単
身・昼間独居世帯や高齢者のみの世帯が増え、家
族の介護力が低下、介護家族が過重負担から適切
な介護ができなくなるケースや介護をめぐる事
件が多発していることにふれた上で、「このよう
な問題を解決するために、介護を社会的なサービ
スとして実施することをいう」と定義している。

『在宅ケア辞典』（2007）では、２ページにわ
たる解説の中で「私的な領域に託されていた介護
負担を、他の社会的領域に再分配することを意味
する」とし、こうした介護への公的支援の実現化
には、法律の整備、サービスの再編といった介護
を支える仕組みづくりが前提で、介護保険法は介
護の社会化を具体化する法律として成立したと
説明されている。

以上の内容で共通するところは、一点目として
要介護高齢者の増加、重度化に伴う家族介護の限
界があげられていること、二点目は、介護保険制
度が社会化の具体的な実現の一つとしているこ
とである。実際「介護の社会化」は、1990 年以
降の新たな高齢者介護システムの模索が始まっ
た頃から用いられ、介護保険制度の発足前後には
論者による著述と雑誌記事でたびたび使われる
ようになっている。

こうした状況に関連して社会学の視点からは、
これをさらに社会化研究の領域とし、在宅、施設
またそれらを包括する地域を社会化の場とした、
介護される当事者と介護する者との相互作用を
分析する研究、介護者の経験を社会学的に研究す
る著作物などが刊行されている。３）

さて戦後の社会福祉の発展過程の中で、「社会
化」と表現された用語には、他に「施設の社会化」、

「子育て（育児）の社会化」がある。この二つは、
「介護の社会化」同様、戦後の社会福祉の発展過
程における福祉の価値・理念を読み解く上では関
連があるので、その背景と意味内容についてまと
めておく。

「施設の社会化」 については、『福祉社会辞典』
（1999）によると「閉鎖的であった社会福祉施設
を地域社会に開き、双方にとっての新たな関係性
を構築する過程を意味する」とされている。も
とは 1960 年代後半の施設処遇のあり方への批判、
コミュニティ・ケアへの転換への流れを源流とし
ており、1977 年には老人ホーム機能の地域開放
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が中央社会福祉審議会老人福祉専門分科会によ
って唱えられ、（『今後の老人ホームのあり方につ
いて』より）老人ホームは在宅福祉サービスの進
展と結びついて地域の拠点となることが期待さ
れていった。

具体的な動きとしては、1980 年代にかけて、
入所者だけでなく地域における在宅の要援護高
齢者なども利用できるよう地域に施設の機能を
開放、地域交流を活性化する施設運営、全国的な
在宅福祉サービスの整備があり、地域福祉活動の
多様なニーズにこたえる施設の多機能化・複合化
になっていった。さらに 1990 年代後半には社会
福祉基礎構造改革にともない、措置から契約によ
る利用へと転換する流れの中で、入所者サービ
スの社会化（ノーマライゼーション）、施設情報
の公開、第三者サービス評価などの導入による経
営・運営の社会化、福祉問題の社会化（家族介護、
社会的入院など）の実現も含めた内容へ変化して
いる。今後は、「2015 年の高齢者介護」でうたわ
れている多様な新しい住まいの実現と従来の通
所・入所施設との連携による施設の社会化の拡が
りも期待されている。４）

次に「子育ての社会化」、「育児の社会化」につ
いてであるが、この用語は戦後の保育政策から現
代の次世代育成の子育てへの考え方への変遷す
る過程で多くの論者に用いられてきたものであ
る。戦後まもなくから 1960 年代頃までの日本は、
いわば母性論を基底とした家庭育児責任が中心
であり、家庭での養育における乳幼児について補
完するのが保育政策の基本という考え方であっ
た。　　　　

1970 年代から 1980 年代にかけては、女性の労
働力のいっそうの活用、男女共同参画の考え方の
浸透もあいまって、子育てと仕事の両立は当然の
権利という認識が定着していき、これを支援する
公的保育政策が進められた。そこでは、一方でひ
とり親による保育、都市化・過疎化による子育て
環境の変化など、家族や地域の変容により、たと
えば保育所は保育サービスシステム、子育てシス
テムの拠点としての資源へと変わり、子育て困難
のニーズの拡大に対応する社会的支援機能が新
たに求められていった。そして 1990 年代に入る
と、エンゼルプラン（1994 年）を代表とする働
く母親への育児支援が政策課題として積極的に

とりあげられ、国主導で「子育て支援」というこ
とばが一般化していった。

そうした一連の流れには、1.57 ショック（1989
年）にみられる少子化への危機感と男女共同参画
の立場からの少子化問題の取り組みという面が
ある。具体的には保育所機能を拡充するなどが着
手されたが、その背景には生産年齢人口の減少に
よる経済全体、社会保障への影響を極力抑えよう
とする国のねらいがあったことは言うまでもな
い。この変遷過程においては、それまで労働と育
児の両立という負担を背負う母親のあり方への
ジェンダー論からの問題提起もあいまって、女性
を一人の労働者として位置づけ、公的責任として
福祉施策を整備していく必要性が訴えられてき
た経過がある。現在、子育て支援は、子ども自身
と子育てする親への支援という視点をもち、そし
て親子関係と子育て環境の支援をするしくみと
実践へというように視野を広げた発展の様相を
みせている。

網野は、「今や、子育ての社会化は、子育て支
援という観点を超えて、より積極的に子育てへの
参画という観点を内包する必要がある」として、

「母性神話と保育の関係にみられる自助か公助か
の対峙、対立の次期はもう既に終わっている」と
述べている。（網野 2002：301）この解釈は、乳
幼児期という限定した育児をだれがどこまで担
うかという領域をこえ、保育所、幼稚園、学校を
含む地域環境における子どもの成長の未熟さ、情
緒不安、コミュニケーション不足や環境への適応
困難、ひいては虐待を受けている子どもたちの現
実を前に、周囲の大人たちが社会の親として支援
していかなければ次世代は育たないという段階
にきているとの警鐘ととらえることができる。

以上、「施設の社会化」と「子育て（育児）の
社会化」の意味と質的発展を家族の変容、福祉ニ
ーズの変化と制度、政策の流れと関連付けながら
述べ、現代における社会資源（老人ホームなどの
入所施設、保育所など）の機能、役割の拡大、期
待される方向性を整理した。

このように社会福祉の発展過程における「社会
化」は、家族扶養意識の変容、家族機能の変化、
人口構造の変化を背景に、社会福祉における問題
認識、ニーズの変化、福祉施策・サービスの対象、
内容の変化を表す意味合いになっている。これを
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再度「施設」、「子育て（育児）」、「介護」の「社
会化」に則して表現すると、保育や高齢者の介護
領域の社会資源（施設・在宅サービスの役割・機
能）が家族機能の変容、当事者の子どもや要介護
高齢者と家族のニーズに応じて、質的変化をしつ
つ領域的に拡大し、公私を問わず地域における支
援環境のあり方へと発展する方向性を包含する
用語になっているといえよう。

２．介護保険制度の創設前後における
　 「介護の社会化」の先行研究

介護保険制度創設前における「介護の社会化」
の先行研究には、介護の社会化に関する研究委員
会の「在宅介護をすすめるために　介護の社会化
に関する研究委員会報告書Ⅰ」（兵庫県社会福祉
協議会、1991 年）がある。ここでは体系的整理
の試みー基本的原理と社会的取り組みの３類型

（介護の私事化、社会化、共同化）が示されている。
基本原理としては、要介護者の生活の質の重視、
要介護者の依存と自立（要介護者や家族が自立す
るために介護のある部分について社会に依存す
ることを含む）をあげ、介護の社会化とは「要介
護者の残存自立能力を開発し、自己実現を可能と
するために、要介護者家族の介護力を高めるため
に、その介護を家族にのみ荷重に依存するのでは
なく、家族外体系の社会資源を積極的に活用しな
がら家族と社会の間での共同介護もしくは協働
的介護がおこなわれるプロセスおよび取り組み
をいう」と暫定的定義をしている。（牧里 1991：
11）

そして 1994 年、後に介護保険の具体的構想に
つながる報告書「21 世紀福祉ビジョンー少子・
高齢化社会に向けて」（高齢社会福祉ビジョン懇
談会）、「社会保障将来像委員会第二次報告」（社
会保障制度審議会）と「新たな高齢者介護システ
ムの構築を目指して」（高齢者介護・自立支援シ
ステム研究報告）が相次いで公表されたが、これ
らに「介護の社会化」という用語を前面に出した
表現はみられない。しかし、市町村を保険者とし
た社会保険方式による、介護サービス基盤の整
備、サービス費用の負担の仕組みを新たにつくっ

たことは、介護を私的領域から社会的領域とする
「社会化の土台づくり」と解釈することができる
だろう。

下山は、家族社会学等の領域での見解を踏まえ
た上で「介護の社会化」を介護にかかる責任主
体の基軸を私的介護から社会的介護に変更する、
あるいは再編成されるものととらえ、そのための
福祉・介護マンパワーの確保とサービス水準の維
持・向上させるための方策についての研究をまと
めている。5）その著述の中では、私的介護につ
いて、「家族介護の役割を否定するものではない。
子ども家族が家族介護を選ぶのかどうか、またど
の程度担うかは個々の家族の『選択』の問題であ
る」としている。（下山　2000:220）

この他、介護保険制度実施前後より、社会学の
立場からの介護またはケア研究に関する著作物
の刊行が相次ぎ、介護、ケアの社会化に関連する
特集記事を組む雑誌も刊行されている。これは、
介護保険制度の創設により、高齢者の介護が社会
保険システムのもとで第三者による社会サービ
スを契約で受けられる時代となったことで、“介
護される側とする側の介護”への関心がさらに広
がっていった流れとみることができる。6）

３．介護保険制度における家族介護

さて、以上「介護の社会化」が 1900 年代後半
から現代まで、どのようにとらえられているかを
概観した。これらの研究論文、研究会報告等に
共通するものとしては、「家族介護の限界を認識」
し、「社会で介護を支える」という考え方がある。
しかし、社会で支えるというときの私的介護の位
置づけについては必ずしも共通化、明確化された
ものはない。そのような不確実なところで、介護
負担の多くを担ってきた女性たちは、介護保険制
度による「社会化」によって家族介護の負担は軽
減されるものと期待し、進まない実態に苛立ちを
感じている。

介護保険制度実施から１０年経過する間に、在
宅介護の担い手も多様な家族の形態へと変化し
ている。同居（二世帯同居も含む）、近居、遠距
離からの介護あり、在宅、地域密着型サービスを
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利用しながら、老夫婦、老老の親子間相互で支え
合う介護家族もいる。また、老親の年金収入を頼
りとして同居介護をする未婚の息子のケースも
ある。要介護者の重度化、長期化により小家族の
限界、拡大家族での連携介護の限界など、困難さ
が増しているのが現状である。

最近では夫、息子による男性介護者の増加によ
り、男性介護者の会も発足している。女性とはま
た違う悩みをもった男性ならではの支えあい、活
動の活発化が期待される。女性のみに介護の過剰
負担がかけられ、それがあたりまえであるという
性役割分担としての家族介護の姿が変わりつつ
あるといってよいだろう。

では、国民の共同連帯の理念で発足した介護
保険制度は、こうした家族の介護をどう評価し、
支えようとしてきたのか。そもそも介護保険制度
は、要介護者自身の意思の尊重と自立、自己実現
をめざし、利用者が選択して契約するというとこ
ろに措置制度とは違う画期的な改革があった。家
族介護に対する補完的な援助を基本とするので
はなく、本人の要介護認定をすることによって本
人の状態に応じた利用限度額を設定した。すなわ
ち要介護認定は現状の家族介護力あるいは機能、
家族の事情が反映されて利用限度額が設定され
るわけではない。制度の運用過程で介護支援専門
員がケアプラン作成時に、改めて本人の意思、希
望と家族による介護の意思や介護力などを組み
入れてアセスメントすることはあっても、あらか
じめ家族介護の負担度を評価した介護給付とい
う考え方はしていない。受益者は要介護者本人で
あることを基本とし、周囲の家族は家族支援事業
で補われることにとどまっている。よって、介護
役割を担う者の心身の負担が介護保険制度発足
によって、どの程度軽減するかどうかは二次的な
もので、ケースバイケースの結果論でしかない仕
組みといえる。

新しい制度によって利用者を中心に利用者の
QOL を高める理念、目的を基軸にした給付シス
テムに移行したことは、社会福祉基礎構造改革の
流れである。別の視点からいえばこれを新たな介
護の社会化の一歩とみることもできる。

春日井は介護保険制度、成年後見制度の試行
により、「高齢者介護」は新たな転換期を迎えた
として、主体性を尊重した現代の高齢者介護を

「介護ライフスタイル」という新たな視点からと
らえる必要性を論じている。近年では、周知の
ように高齢者自身を中心にしたサポートネット
ワークの実践や関連する研究が地域福祉の領域
で盛んになってきた。春日井は、藤崎宏子の研
究成果を引用しつつ「社会的ネットワーク論か
らの高齢者介護への取り組みは『介護の社会化』
を推進する政策理念に基盤を提供する」と述べ
ている。（春日井 2004,45-52）

では、そのことをふまえ、改めて介護する家
族の労働はどう評価され、支援されるべきなの
か。介護保険制度の政策過程をふりかえると、

『新たな高齢者介護システムの構築をめざして』
（高齢者介護・自立支援システム研究会報告書、
1994）の具体的提言の多くは現行制度に反映、
実現化していった。しかし「在宅ケアの推進に
ついて」の項目中の家族介護に対する評価につ
いては「外部サービス利用との公平性等を考慮
し、現金支給を検討すべき」と積極的意見が出
されたが、ただし慎重な検討が必要と加えられ
て審議は見送られた。その後の老人保健福祉審
議会の経過（1995 年から 1996 年までの審議）で、
各委員から現金支給に対しての賛否両論がまと
まらず、結局、最終報告においても消極的意見
と積極的意見の両論併記で終わった。

増田は、介護保険制度の政策過程分析の研究
を通し、家族に対する給付として、介護手当に
関する議論が情緒的なレベルや財政的視点や事
業者からの発想にとどまり、社会保険おける保
険給付の意義、被保険者の立場からの議論、家
庭内の介護労働への評価という観点からの議論
が不足したままになったことを指摘している。
これは後に家族支援事業に形をかえていくので
あるが、その背景には財政的事情や本格的論議
を待つ時間的余裕をつくらなかった政治的判断
が推察される。

その後、社会保障審議会介護保険部会による
『介護保険制度の見直しに関する意見』（2004）
では、家族支援と現金給付について、現金給付
は家族介護の固定化、高齢者の自立支援、サー
ビス基盤の充実を阻害するという懸念の声があ
り、与党内の議論等を経て、家族介護に対する
現金給付は当面行わないとされたとまとめられ
ている。その理由としては「家族だけに介護さ

「介護の社会化」と介護保険制度（中野いずみ） 
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れたい」とする者の割合が大幅に減少するなどの
変化、財政的な面からの消極的意見が強まってい
るとしている。

今日、民主党政権によって実現化した子ども手
当の支給は、メディアの報道もあって、国民的話
題になっているが、家族介護に対する給付等につ
いては、国民的関心や話題にのぼらないままであ
る。

関連の審議資料を通してみる限りにおいても、
介護に対する評価と給付は現金給付に限定した
賛否両論でとまり、現金給付にかわる介護手当の
内容の検討には踏み込んでいないと推察される。

財政的事情を鑑みながらの制度の維持は不可
欠である。しかし、家族で介護するか、しないか
は利用者とその家族が選択するものである。よっ
てどちらを選んでも不公平感のない給付をめざ
すことも今後の改正論議で必要なのではないか。

最後に制度運用の例をあげる。新予防給付の導
入を機に、同居する家族がいる場合に実情として
生活援助サービスに利用制限があるということ
についてとりあげてみたい。これには本来家族が
できることを気軽に外部サービスを使うことが
ないよう過剰利用による費用を抑制するねらい
がある。それゆえ実際、どれだけの介護負担があ
るか、維持不可能であるのかというアセスメント
機能、保険者の適正な判断があれば給付の適正化
をすることは可能で、本来は運用上の問題であ
る。しかし利用者側からみれば、利用が認められ
るにはハードルは高く、同居介護より近居による
通い介護の方がサービス利用は容易といった認
識につながっている。

この他、介護老人福祉施設にはそれぞれ申し込
み者が多く、待機者リストは三桁の数字も珍しく
ない。（むろん、他施設との二重、三重申し込み
者、緊急性はないがとりあえず申し込んでおくと
いう層も含まれている。）そこでの施設内入所順
位の評価においては、同居介護者がいることが
いわば含み資産とみられ、同居家族の介護力（健
康、他の育児・介護、就労などが参考とされる）
があれば点数が低く、待機リストの優先順位が下
がる、また在宅サービスの利用をしないで家族で
もちこたえている申し込み者は、できる限り多く
在宅サービスを利用した者より点数が低く、優先
入所順位が下がるという基準に概ねなっている。

一般的に同居家族がいない、親族・家族がいても
介護はできないと申し出ているのだから緊急度
があると判断する理屈は理解できる。ここでこれ
ら諸々の運用を批判する意図はないが、このよう
な取り扱いをみると、どこかで無償の同居家族に
よる介護を社会的に評価するしくみはないのか
という疑問がわく。

介護の社会化は、その時代の多様な家族の形
態、多様な家族の介護ライフスタイルに合った社
会的な支援システムを考案し推進していくべき
ものである。家族介護が過小評価され、無償の“含
み資産”になるとすれば、かつての日本型福祉社
会の時代に逆行することになろう。利用者主体の
制度であることは基本としながらも介護保険制
度に希薄となっている家族介護の評価の視点は
今後も必要であると考える。

むろん、これからの超高齢化社会に向けて、保
険制度以外の介護者支援策、たとえば介護休業制
度の充実、介護のために離職する者への社会的支
援、介護者のレスパイトケア、健康維持への支援
などの検討は必要である。しかし家族介護支援の
充実で介護の社会化といえるかどうか、という
疑問は残る。中井は、「そもそも『介護の社会化』
と『家族介護支援』は本質的に矛盾することであ
る。なぜならば、家族介護支援とは、家族介護が
基本にあって、その上で過重な負担には社会的に
支援するということであり、家族介護そのものを
社会化すること、即ち介護問題を社会サービスの
保障によって解決するという介護の社会化とは
違うからである」と述べている。（中井 2000:79）

介護の社会化は、その時代の社会ニーズに応じ
て、その意味合いと実質的な内容を変えながら今
後も発展していくであろう。しかし、社会的介護
に軸を移行するにしても、家族介護者（同別居問
わず）は多かれ少なかれ、要介護高齢者を支援す
る担い手の一つとして今後も機能していく。財政
不足を理由にこうした問題の本質が問われるこ
となく、目先の支援策で解決とみてよいのかどう
か、問題提起をしておきたい。
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おわりに

本稿は、「介護の社会化」というキーワードに
着目しながら、社会福祉の発展過程において大き
な意味と影響をもたらした介護保険制度につい
て、家族介護に焦点をあてて論考した。「介護の
社会化」という用語は一般に用いられながらも、
その中の家族介護はあいまいな位置にある。家族
などによる私的介護を含めて、どのような社会化
を進めることが望ましいのか、今後もあらゆる角
度から検討しつつ統合化したシステムをつくっ
ていくことが必要である。

今回は家族介護に焦点をあてた考察をしたが、
家族介護を社会の代替的サービスに移行してい
くことによって、主として女性や外国人女性労働
者によるマンパワーと労働条件、労働環境を生み
出している現実を見逃すことはできない。その現
実に対しては、早急な解決をしていかなければな
らない。本論文ではふれなかったが、このような
状態をやむをえないとする「社会化」は当然疑問
視される。そういう意味では、現代の日本は「介
護の社会化」がようやく未熟な形で動き始めたと
いえよう。

注

１）各団体の提言、意見書のうち、とくに賛否両論のある
点を中心にとりあげると、「介護保険を持続・発展さ
せる1000万人の輪」（樋口恵子、白澤政和、高見国生
共同代表）による厚生労働大臣宛ての提言書（2010年3
月）では、現行の要介護認定区分の７区分を３区分に
粗くしてケアマネジャーが在宅のための新たな判断基
準を設け、高齢者の住環境や家族状況等に沿って判断
できるようにする、将来的には要介護認定システムを
なくし、ケアマネジャーの質も高めていくこととして
いる。「認知症の人と家族の会」（代表　高見国生）
は、「介護保険制度改正への提言　−要介護認定の廃
止など利用者本位の制度に−」（2010年6月）の中で、
提案の一つに「要介護認定を廃止　まず認定から出発
するのではなく、暮らしの中での介護の必要性から出
発する制度にする」とうたっている。これらの団体の
提言に対し、学識経験者による反対意見もある。この
他、全国老人福祉施設協議会による「新介護保険制度こ
れからの10年 〜制度見直しに関わる意見書〜」（2010年
7月）では、入所待機者解消のために、一部ユニット型
特養などの整備を弾力化する案が出ているが、これに
は施設ケアの後退になるという懸念の声も出ている。

２）杉原陽子(2005)「第３章　介護の社会化は在宅重視の理
念はどの程度達成されたか」杉澤秀博、中谷陽明、杉
原陽子編著『介護保険制度の評価−高齢者・家族の視
点から』三和書籍、73-99 を参考とした。

３）天田城介著『衰えゆく自己の／と自由　ー高齢者ケア
の社会学的実践論・当事者論ー』(2004,ハーベスト社)、
井口高志著『認知症家族介護を生きるー新しい認知症
ケア時代の臨床社会学』（2007,東信堂）などが刊行さ
れている。

４）社会福祉辞典編集委員会編（2002）『社会福祉辞典』
大月書店では、野口定久が施設の社会化を３期に分け
て、その発展の具体的方向性を述べている。本文はこ
れを参考にしてまとめている。

５）下山昭夫は、「介護の社会化」は福祉・介護マンパワ
ーの質・量の確保が成否をにぎるという問題意識から
マンパワーと介護サービスの現状、課題を分析、提言
している。

６）上野千鶴子、大隈由紀子、大沢真理ほか編『ケアの思
想と実践　全６巻』（岩波書店）には各分野の実践者、
研究者が共著でケア論を述べている。『現代思想』
2009年９月号（青土社）では、「ケアの未来−介護・
労働・市場」を特集、社会学関係の研究者を主に対談、
論壇が掲載されている。
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１．日本語教室開催の経緯

（１） 焼津市・焼津市国際友好協会
静岡県焼津市外国人登録者数は平成 22 年 7 月

末日現在、ブラジル 1140・中国 772・フィリピン
687・ペルー 244・韓国 134・インドネシア 98・
ベトナム 30・朝鮮 29・アルゼンチン 27・コロン
ビア 21・アメリカ 20・ボリビア 17・パキスタン
15・ネパール 10・インド 10・その他の国の出身
者 86・合計 3340 人である。

これらの方々の多くは短期の定住から長期ま
たは永住を希望されており、そのために必要なこ
とは日本での確実な職業の確保であるとの思い
をもっている。

焼津市周辺に住む外国人の方々は、契約社員や
短期の製造業・水産業などの職業、不安定な就労
の方々が多く、日本経済の景気の成り行きに左右
される。

これらの外国人の方々のために、焼津市国際友
好協会では、日本語の会話・読み・書きができ、
日本の生活習慣や生活文化の理解が広がりと深
まりをもてるように日本語の学習の講座も多く
開催されている。又、地域の日本の方々との友好
的な関係構築に向けて、お互いの人間関係の理解
のために、ポルトガル語やスペイン語の入門講座

の開催や民族ダンスや料理の交流会など、さまざ
まな行事も開催され、多文化共生に寄与してい
る。

焼津市国際友好協会（焼津市総務部多文化共生
課内）規約第 2 条には、「協会は焼津市内におけ
る国際友好活動への支援及び外国人との交流・支
援を基調に、国際化時代にふさわしい焼津市のま
ちづくり・人づくりに寄与するとともに、世界平
和に貢献することを目的とする。」とある。

（２）文化庁日本語委託事業
この焼津市国際友好協会の文化庁の平成 21 年

度「生活者としての外国人」のための日本語教育
事業の委託事業が採択された。

この日本語教育事業の趣旨は、外国人住民が地
域社会の中で孤立することなく生活していくた
めに、日本語能力を身に付けることが必要であ
る。そして、各地の優れた日本語教育事業を支援
し、多文化共生社会の基盤づくりに資するという
ものである。

（３）静岡福祉大学との提携
この委託事業は、「外国人住民のための介護補

助員等の日本語教室」として、焼津市・焼津市国

外国人住民の介護技術習得と
日本語学習への支援の現状と課題
〜 「外国人住民のための介護補助員等養成日本語教室」より〜 

末 廣  貴 生 子

 

A Study on Education for Foreigners in Care-giving Skills and Japanese:
“The Japanese Language Class for Care Giving Skills Training”in Yaizu City

Kibuko SUEHIRO

外国人住民の介護技術習得と日本語学習への支援の現状と課題（末廣貴生子） 
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際友好協会と静岡福祉大学の提携・常葉学園大
学の協力によって講座の実施がなされることと
なった。

この業務の目的は、「外国人住民が介護補助員
等で資格を要しない仕事に就ける程度の日本語
の会話・読み・書きを習得し、就職につなげる。」
である。

すなわち、①日本での就労のための日本語の
会話・読み・書きや日本の生活習慣や生活文化
の理解を学習すること、②その就労を「介護補
助員等」として、介護福祉現場で働くことを目
的とするため、必要な「介護福祉」と「介護技術」
の学習と、難解な「介護福祉用語」と「介護施
設での記録」の習得と、実際の介護福祉現場を
見学・実習する、「介護福祉見学」と「介護福祉
体験実習」も学習内容に取り入れた。

実施期間は、平成 21 年 6 月 1 日から平成 22
年 3 月 31 日であった。

業務項目は、カリキュラム・テキスト作成、
生徒募集、運営委員会、日本語教室の実施、事
業の視察、就職先への働きかけであった。

２．研究の目的

本稿では、（１）外国人の日本語の会話・読み・
書きの理解に必要な教材の作成と学習指導をお
こなったが、この学習過程から、日本語の習得
がどのような点が困難であるのかを見極めるこ
と。（２）「介護補助員」として必要な「介護福
祉の知識と介護技術」の学習効果を見極めるこ
と。（３）介護福祉現場での見学と実習体験か
ら、介護福祉現場の実習指導者の方々や利用者
の方々の意見を聞くこと。（４）就労として介護
福祉現場で働くことができるのかを、研究の目
的とした。

３． 講座の実施状況について

（１）申し込み受講者の状況
ブラジル 14・ペルー 14・ボリビア 3・ルーマ

ニア 1・コロンビア 1・フィリピン 1・合計 34 名

（２）日本語教室の講義内容

（表１）日本語の会話・読み・書き

開講時間は 19 時から 21 時までの学習とする。
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（表 2）介護福祉の学習と介護技術の習得

（表 3）施設見学・施設実習・事前研修と事後研修
　　　 見学と実習は 9 時から 15 時 30 分くらいまで。

なお、12 月 17 日 ( 木 )、文化庁文化部国語課
長と国語課日本語教育専門職の 2 名と大学教員 3
名・合計 5 名による、「介護福祉の授業と介護技術・
衣服の着脱」の視察を受け、質疑応答・意見交換
がなされた。

４．日本語学習の支援

（１）英語のマニュアル
2010 年 3 月 26 日の讀賣新聞は、「国内で介護

福祉士を目指すフィリピン人の定着を促そうと
静岡県は、介護施設向けの受け入れマニュアルや
英語でも使用できる介護記録用のパソコンソフ
トを全国で初めて開発した。」とある。このパソ
コンソフトは、日本語か英語で、350 程度に絞り
込んだ介護用語や例文を選びながら入力し、介護
記録を作れるというものである。さらに、市販の
参考書をもとに国家試験用の英語版テキストも
作成された。

フィリピン人で浜松市内の特別養護老人ホー
ムで働きながら介護福祉士の国家試験の受験を
目指す 40 歳の女性は、「日本語の試験は難しく、
特に漢字が覚えにくい、テキストはとても便利」
と話している。

このソフトには、施設で働く女性職員が「外国
人介護職員受け入れマニュアル」として、日本で
の諸手続きから電化製品の使い方、ごみの出し
方の教え方などの生活の支援に加えて、「外国の
方々の特性や名誉・誇りを重んじる国民性の理
解」から、人前で注意しないことなどといったコ
ミュニケーションのポイントをイラスト付で盛
り込んである。

外国からの介護福祉士の受け入れは 2008 年度
インドネシアから始まり、2009 年度フィリピン
と続いているが、いずれも経済連携協定（EPA）
に伴い、介護福祉士の応募には、3 年制の看護専
門学校あるいは 4 年制大学の看護系学部を卒業、
または 4 年制大学の看護系学部以外の学部を卒業
し、インドネシア政府が認定する介護研修を受け
ることのいずれかを満たす必要があるため、来日
する「外国人介護福祉士候補者」は、特にフィリ
ピンの方々は旧アメリカの統治時代の英語教育
からの英語の高い能力をもっている。又、あとか
ら学習する日本語の習得への努力や理解力の速
さにも感心させられる。

外国人住民の介護技術習得と日本語学習への支援の現状と課題（末廣貴生子） 
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（２） ポルトガル語・スペイン語圏の人々の支援
静岡県は県内に多くの製造業の工場を持ちそ

の工場で働く外国の方々が多く住んでいる。例え
ば自動車産業の関連製造業の工場が多い浜松市
では、働く住民のための日本語教室やその子ども
たちのための日本語教室も多く開催されている。 
浜松市役所の取り組みや、NPO 法人や民間の日
本語学習の教室も多く、講師の先生方やボランテ
イアの人々も協力し、実践的で先駆的取り組みを
おこなっている。

そのほかにも、静岡県の多くの市町村で、同様
の「多文化共生」への企画と実践がなされている。
これらの地域に暮す外国人の方々と共生してい
くためのまず第一歩は「言葉」の問題である。お
互い同士がコミュニケーションを図って理解し
あうこと、地域の法整備や規律を遵守すること、
地域の文化を知ること、自分たち外国人の文化や
伝統を日本の人々に伝えることが、日々暮してい
く生活の中に大変重要なこととなる。

（３）菊川・小笠地区の NPO「虹の架け橋」
ポルトガル語・スペイン語・英語を母国語とす

る人々への日本語学習の先例から学ぶ。
この教室は、外国人児童が円滑に日本の公立学

校に転入できるよう 6 ヶ月をめどに個々に対応し
たカリキュラムを用意し、日本の学校生活に馴染
めるようなルールや習慣も身に付けることを目
的とした授業を行っている。

学校理念は、①手段としての日本語・使える日
本語を実際に使えるように指導する。②アイデン
ティティの保持と日本語への適応支援・母国語や
母国の文化を尊重しながら日本の学校や社会に
適応できるように支援する。③夢の創出支援・生
徒たちは、みんな二つ以上の言語や文化を習得で
きる貴重で大きな可能性を持った存在です。その
意味を大切にし、彼らがどこでも夢を持ち、夢を
実現できるよう支援する。

指導理念は、①子供の「問い」を大切に、それ
を「学び」の始点にしていく。②「学ぶ」という
ことは、「学び合う」ことであり、「考える」とい
うことは「考え合う」ということである。

カリキュラムは、①日本語・ひらがな・カタカ
ナ・基本文型・基本表現・基本語彙②日本語会話

活動・日本語を使った教室外活動
（第 1 期は 2010 年 4 月から 9 月）

（４） 本講座の日本語の教科書・練習テキスト
焼津市も外国人が多く住んでいる。このため、

焼津市役所多文化共生課や焼津市国際友好協会
では、外国人住民のための日本語教室も多く開催
されている。　　

焼津市に住む外国人は、ブラジル・中国・フィ
リピン・ペルー・韓国・インドネシアの方々が多
く、その母国語はポルトガル語・中国語・英語・
スペイン語・韓国語・英語である。

今回の日本語講座への応募者は、ブラジル・ペ
ルー・ボリビア・ルーマニア・コロンビア・フィ
リピンの国の方々で、その母国語はポルトガル
語・スペイン語・英語などである。

焼津市役所総務部多文化共生課長青島正幸氏・
多文化共生課員増井応年氏・望月久子さん・佐藤
裕美さん・清水愛子さん・岡眞琴さんの多大なる
ご尽力によって、浜松市や静岡県のこれまでの日
本語習得の支援方法や、これまでの焼津市に住む
多くの外国人の方々の特性やきめ細かい交流か
らの多くの経験をもとに、教科書「日本語学習篇・
教科書と練習ドリル」を作成し、上記の講義内容
での学習に使用した。

受講者は長期に日本に住んでいる人・職場で日
本語を使っていて会話に不自由のない人・結婚相
手の人が日本人で日本語が上手な人・来日の期間
が短く日本語の会話も余りできない人などとさ
まざまな方々で、日本語の能力を問わずに、又、
受講時の日本語の試験も実施せず、日本語の学習
と介護補助員の介護技術の習得の意欲や興味だ
けで募集をおこなった。

学習の内容や程度をどの辺に設定すべきかと
ずいぶん思考した。又、介護福祉施設での仕事を
していくために必要な日本語の会話・読み・書き
の学習と「介護福祉や医療での言葉」「職員や利
用者の方々との意思疎通と安全・危険の連絡」な
ども考慮しなければならない、大変多くの、基礎
から応用へと、学習教材の工夫が必要であった。
①あいさつ・自己紹介・会話ができるようになる
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こと、ひらがな・カタカナ・数字・漢字の読みと、
さらに漢字で文章が書けるようになることを、身
近な材題から分かりやすく書き込みできるよう
な順序で進め、これらを基礎日本語として、毎週
2 回 2 時間しっかり学習する教材が作成された。

この教材を使って、焼津市役所職員による講師
の熱心で細やかな楽しい授業の一斉授業と平行
して、ボランテイアの簾内弘美さんや常葉学園大
学学生の語学ボランテイアによる個別指導に即
適応できるような授業の進行であった。②さらに
応用日本語として、「もっと知ろう」の教材を付
け加えた。③家庭学習ドリルの宿題も付記し、次
週に提出して、学習の確実さを助けた。

これらの「外国人住民のための介護補助員等養
成日本語教室」（日本語の学習）の授業での教材
は、平成 22 年 9 月 30 日やまもと印刷から印刷製
本され、焼津市や静岡県の日本語を学ぼうとする
外国人の方々の学習の導きとした。

（５）日本語の指導者
上記「虹の架け橋」では、ポルトガル語やスペ

イン語の外国語学科卒業生や実際にブラジルで
JICA 国際協力のボランテイアとして働いた方々
が当たられている。

同様に、本講座の日本語学習支援の指導者も市
役所の職員の方々に加え、ポルトガル語とスペイ
ン語の通訳や個別学習支援には、ボランテイアと
して、常葉学園大学のグローバルコミュニケーシ
ョン学科の学生さん、英語の通訳や日本語学習支
援にも簾内さんのご協力があった。

５．介護技術習得

（１）介護福祉の学習と介護保険制度
神奈川県川崎市など、外国の方々の多く住んで

いる市役所には、介護保険の説明については、英
語・スペイン語・ポルトガル語・中国語・韓国語
など多くの言語に翻訳されて窓口に置かれてい
る。

（２）介護技術の事前学習
介護技術の学習前に、日本語の学習の項目に、

人体各部位の名称、介護実習に必要なひらがな・
カタカナ・漢字と文章の読みを学んだ。

（３）介護技術実習の記録
介護技術の教材には、右頁にポルトガル語とス

ペイン語と英語で、題目・学習の手引き・解説を
付記した。

また介護技術の心得・食事・排せつ・入浴・清潔・
移動・衣服・環境整備・緊急対応と他職種連携の
9 回の授業のテキストは、・名前・曜日時間・天気・
気温・湿度の記入から、・学習したことを 5 つ日
本語で語句や文章で書くこと、・今日の学習で大
切なことはどんなことかを 3 つ日本語で語句や文
章を書くこと、に加えて、・今日の学習は良く分
かりましたかと問い、よくわかった◎・わかった
○・少しわかった△・あまりわからなかった ×
の 4 段階で学習の効果を確認した。

（これらの学習効果の確認は下記にまとめた）（表4）
毎回の学習終了後に実習技術記録を提出し、日

本語の添削や技術のやり方を著者が毎回確認し
た。

質問や分からないことを書く項目を設け、・先
生の確認と・先生からのコメントの項目を設け
て、著者からどの方々の記録にも、日本語でのコ
メントとがんばっている学習の感想などの言葉
も添えた。

（４）老人保健施設の見学
長い教室の学習の中で、介護の現場を見学する

ことで、①介護技術学習の事前学習となること②
日本語の会話学習の応用が施設の利用者や職員
の方々との間でどれくらいできるかを試してみ
ることを目的として、介護老人保健施設ケアセン
ターゆうゆうで施設見学をさせていただいた。

・介護施設の見学について（目的と注意点）
・介護老人保健施設とは
・利用者と介護施設の職員
・デイサービス・リハビリテーションの学習を

おこなった。



静岡福祉大学紀要  第 7 号（2011 年 1 月）

66

（５） 介護技術の復習と介護実習の事前学習
見学終了後、施設実習に向けて、介護技術を再

度復習することとして、このときの教材は前回の
介護技術の記録をもとに、漢字の練習や文章の高
度な表現を付記して復習の学習に用いた。

・施設実習とは（目的と注意点）
・特別養護老人ホームの一日の生活の流れ
・オリエンテーションの記録
・施設実習の記録の学習と記録の記述を学習し

た。
・施設実習についての約束と実習内容と配位置

については、介護老人福祉施設みだらけ会あ
おい荘の職員の皆様方のご協力とご指導をい
ただいた。

これらの「外国人住民のための介護補助員等養
成日本語教室」（介護技術の学習）の授業の教材
は、現在介護技術のスペイン語とポルトガル語と
日本語の説明を確認後、やまもと印刷から印刷製
本され、焼津市や静岡県の日本語を学ぼうとする
外国人の方々の学習の導きとする準備中である。

（６） 介護技術の指導者
本講座の介護技術の実技指導は著者が介護実

習室でおこなった。実技の項目は、①介護福祉に
ついて・実技事前授業としての心得②食事③排せ
つ④入浴⑤清潔⑥移動⑦衣服の着脱⑧環境整備
ベッドメーキング⑨緊急対応と連携、とした。

学習の目安は 1 時間を実技の練習に、前半の
30 分は説明と模範実技として、後半の残りの 30
分は、介護技術の記録を日本語で記述するとし
た。

介護技術の復習では、①食事・排せつ②入浴・
清潔③移動・衣服の着脱④環境整備ベッドメーキ
ング・緊急対応を各 1 時間ずつ、2 時間の復習を
おこなった。

いずれの授業も、市役所職員に同席を願って言
葉の通訳をお願いした。

著者は、英語での授業は可能であるが、ポルト
ガル語とスペイン語はわからないので、10 月か
らの焼津市のポルトガル語講座を受講する。介
護技術も日本語もポルトガル語を母国語とする

方々にも指導できるようになる必要があるため
である。又、来年 4 月からのスペイン語講座を受
講するつもりである。

外国人の方々に、日本語の会話、ひらがなやカ
タカナの書き、漢字の学習にのみ頼るのではな
く、日本人の指導者の外国語での会話や日本語の
指導・介護技術の指導能力も求められている。

６．研究の方法と結果

（１）介護技術の学習効果については、各項目ご
とに介護技術の授業受講後にその日の学習項目
を日本語で記録し、この介護技術実習の記録用紙
を毎回提出した。

この用紙のまとめを研究の方法として用いた。
用紙の提出後は、著者が点検し、質問項目よくわ
かった◎・わかった○・少しわかった△・あまり
わからなかった × の集計から、困難な介護技術
を洗い出すこととした。（介護技術の困難なとこ
ろは介護技術復習時に再度学習した。）

この結果は、下記の（表 4）介護技術実習の記
録から判明する。

（表 4）介護技術実習の記録・（表 5）施設実習希望



67

（２）（表 4）介護技術実習の記録から
あまりわからなかった × と授業を振りかえっ

た受講生は、第 1 回実習の心得で 1 名であったが、
第 2 回以降の授業では一人もいなかった。

また、よくわかった◎との授業の振り返りを記
入した授業は、清潔 7 名と衣類の着脱が 7 名、続
いて食事 6 名・排せつ 6 名となっている。清潔の
洗顔や整容については、公衆衛生の徹底と、また
食事と排せつと衣類の着脱は、生活の基本的動作
であるため、日本と諸外国でも同じ意識をもつこ
とができていると考えられる。

しかし、生活の基本動作ではあるが介護技術と
しての学習としては、少しわかった△の授業評価
の項目は、食事 3 名と衣類の着脱が 3 名となって
いる。

第 1 回の介護技術の授業ではあまりわからな
い × と答えた受講生がいたが、第 8 回の授業と
最終の介護技術の授業ではそれぞれ 1 名ずつとな
り、介護技術の授業を繰り返し行うことで理解が
深まっていることがわかる。

（２）（表 5）施設見学後の施設実習の希望
日本語の会話・読み・書きなどの基礎日本語終

了後、施設見学を終えてからの施設実習希望を聞
いてみると、実際の介護をしたいと答えた方が
10 名、話がしたいと答えた方が 8 名、施設を知
りたいが 1 名であった。　　　

日本語の学習にも介護福祉や介護の用語が多
く取り入れられているので、介護福祉への興味や
意欲が感じられる。

また、日本語の学習や受講生同士のコミュニケ
ーションと焼津市役所の職員の方々の和やかな
授業参加と学習意欲を高める工夫、日本語の宿題
の添削や個人指導から、施設見学での高齢者の
方々と話をしてみて、職員の方々からの暖かい言
葉かけから、日本語でのまた高齢者との会話にも
話せる、話したいという思いの表れと同時に日本
語での会話の自信であると考えられる。

（３）介護実習での意見

①介護実習オリエンテーションから
・実習生の印象について施設次長の声

特別養護老人ホームの協力を得て、就労体験と
して介護実習をおこなうための準備と、老人介護
施設について実際の高齢者や職員の方々の働き
を知るためのオリエンテーションが開催された。

就労体験の希望者は 3 回に分けて実習をおこな
うため、第 1 回目のオリエンテーション参加の女
性 7 名男性 2 名について、施設次長は外国人の実
習生の印象について、「外国の方の実習生を受け
入れるのは初めてなので一抹の不安がありまし
たが、どの方も明るく積極的で安心しました。介
護の現場を知っていただくのに役立てれば幸い
です。」と話した。

・実習生の感想
ペルー出身の実習生は、「ペルーにもこの様な

施設があるが、日本の施設に来たのは初めて、広
くて清潔で、お年寄りたちに様々なサービスをお
こなっているのを見て楽しい気分になりました。
こんな施設で働けたらすばらしいと思う」と感想
を語った。

②施設実習から
・施設側の評価

施設側の評価は、「皆さん明るく自分の身内を
お世話する様に利用者に接しており感心した。」
との言葉があった。

・実習生の反省会
また、実習生は実習後の反省会で、「色々の仕

事があり慣れるまで大変だろうが、ぜひ、がんば
ってやってみたい。」なた、「お年寄りと心を接す
るすばらしい仕事だと思った。」などの感想が述
べられた。

しかし、大学内での日本語の学習を実際の介護
現場でその効果を試してみると、施設の職員の
方々や利用者の方々のコミュニケーションに戸
惑う姿もあった。

・実習生の言葉
現在、水産加工工場で働いている 30 歳代ペル
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ーからの女性は、「できれば人を助ける介護の仕
事がしたい。言葉も技術も難しいが、引き続き勉
強したい。」と話していた。

（４）介護実習終了後の感想文から
施設実習に参加した 19 名のうち、5 名は実習

終了後の「気づいたこと・反省など」を日本語で
2 名は部分日本語で記入したが、残り 12 名は母
国語で記述し、焼津市役所多文化共生課の職員の
皆様方の日本語への翻訳文を添えて、実習施設へ
と届けられた。

又後日、はがきの書き方の指導で、施設の職員
の皆様方と利用者の方々に、お礼状を宛名・季節
の挨拶・お世話になったお礼・利用者の皆様方へ
の気遣いを全員が日本語で書いて送付した。

・実習終了後の感想文
①衣服の着脱・髪の毛の乾かし・昼食の介護をし
ました。おむつ交換では初めての経験だったが、
男性のおむつも女性と同じくらいたくさん重ね
て使うこと、おむつの一部にワセリンを塗って、
お尻に傷ができないようにすることを知り新鮮
だった。もっと勉強したい。
②（部分日本語 ) 今日はいろんな経験があった。
人と人とのふれあいによって、自分が役に立って
いると感じ楽しむことができました。工場の仕事
では埋めることのできない精神的な隙間を埋め
ることができ、感じることのできないことができ
た。
③（日本語）介護の仕事は初めてです。朝来てか
ら心配ですが働いている人がとても明るく優し
い人です。老人もかわいくて、お手伝いできたの
でとても楽しかったです。この一日は忘れること
ができないと思います。これからも介護の仕事に
ついて一生懸命勉強していきたいと思います。
④（部分日本語）ありがとうございます。介護の
仕事はとてもよい仕事だと思います。毎日の実践
が必要だと思います。利用者さんや同僚とコミュ
ニケーションをとることがとても大事だと思う
ので、もっと日本語を勉強しなければと思います。
⑤お世話をし始めてから、食事の手伝いなど、忍
耐力と愛情をもって、子供の世話をするようで、
すべてが新しい経験でした。国籍など関係なく、

ただ利用者さんと仲間と助け合い協力し合うも
のだと思いました。私はそういうところが好きに
なりました。おむつを替えたり、食事の手伝いを
したり、一緒に体操したり、すべてがとてもよか
った。私はこの仕事がしたい。掃除をすることか
らもたくさんのことを学びました。
⑥介護の仕事をすることはただ仕事をすること
とは違い、介護は避けて通れないもので、選んで
も選ばなくてもやらなければならないことだと
思います。私たちの両親の面倒も見なくてはなり
ません。高齢者を子供のように言う人がいます
が、子供は学び進化し、刺激に対して反応します。
しかし高齢者は少しずつ物事を忘れ、ますます能
力をなくしていきます。
⑦今日はとても特別な日でした。すべてのことが
新鮮で、とても興味深く楽しくて、私の人生観を
変えるものでした。しかし、とても難しい仕事で
もあると思いました。なぜなら、高齢者の肌はと
てもデリケートで痛みを感じやすく傷つけてし
まう恐れがあるからです。お年寄りとのコミュニ
ケーションはとても大切で、私たちに教えてくれ
ることがたくさんあるからです。
責任の重い仕事ですが、とても喜びを感じられる
仕事だと思います。働いている方はみなさんとて
も親切で、一生懸命仕事をしています。そして知
識や技術が豊富で、高齢者の必要とすることや快
適と思うことをできる限りし、すばらしい仕事ぶ
りだと思いました。
⑧この講座をはじめてから、介護の仕事について
じっくり考えるようになりました。周りの人に相
談すると、この仕事は難しいという人ばかりで
す。私はそうは思いません。運よく私は何人か、
かわいらしいおばあさんと接する機会がありま
した。食堂のそれぞれの場所を教えてくれまし
た。おむつ交換も実際にやってみて緊張しまし
た。やってみれば少し慣れたような気持ちにな
り、その瞬間、どんなことも愛情をもって一生懸
命やればできると感じました。本当に介護の仕事
をしたいと改めて決心しました。
⑨ひとつの特別な経験。施設は設備や利用者への
貢献にとても感心させられました。家族でなけれ
ばちゃんと世話ができないと思いがちですが、み
なさん一生懸命に感心するほどの愛情を持って
接していました。介護のプロとして、人間として
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の情熱がありました。
日本語ができないこともあり、よりたくさんの世
話をかけました。これからの人生の中で、ずっと
心に残る経験になりました。
⑩（日本語）私にとって大変いい経験になりまし
た。介護の仕事の大切なところ、大事なところを
見させていただき、いろいろわかるようになりま
した。利用者様を安全に安心して生活できるため
に職員たちががんばっていることをいろんなと
ころでかんじました。利用者様を一人ひとりのこ
とを考えて介護をすることは大変だけれど大切
なことだとわかりました。高齢者様がありがとう
といってくれる時のうれしさもよくわかりまし
た。私は介護の仕事をとてもすばらしいと思いま
す。いつかはつきたいと考えています。
⑪シャワーで体を清潔にするところを見学し、服
を着るお手伝いをしました。そのあと、おやつ
を食べ、コップを洗い、布団をきれいにしたり、
利用者さんが休めるように準備するお手伝いを
しました。そのうちに昼食の時間になり、私はお
じやを食べるお手伝いをしました。そのあとは、
おむつ交換、いすに座っての体操をし、歌を歌っ
ておやつを食べました。短かい時間でしたし、た
くさんのお手伝いをすることはできなかったか
もしれませんが、一日のうちの一部の時間をみな
さんと一緒に過ごすことができたことを感謝し
ました。その短い時間の中から、とても良い経験
を得たと思います。
⑫初めての介護の実習で、全部が新しくて、最初
は何をすればよいのかわからなくて緊張しまし
た。入浴や排せつは大変でしたが授業で勉強した
ことを思い出して、何人かの患者さんの入浴の手
伝いをしました。排せつの手伝い、おむつ交換も
しました。食べるのを手伝ったり飲ませるのを手
伝ったり、いろいろ勉強したことが、実際に使え
てよかったと思います。介護を実際にやってみて
簡単ではないけれど、いろいろお手伝いができる
こと、手伝って、笑顔でありがとうといわれて、
すごくうれしかったです。
⑬（日本語）とても良い体験でした。施設はひろ
びろで利用者さんはとてもやすらぎで良いとこ
ろです。職員さんはチームワークが大切だと思い
ました。また責任が重いと感じました。利用者様
の笑顔とありがとうの言葉を忘れません。

⑭（日本語）最初は大変だなと思いました。でも、
始まった時に、老人たちを見ながら声をかけてい
って、気持ちの中で、とっても感動しました。自
分にとっては、言葉や態度だけでの勉強でなく、
人間関係が一番大切だと思いました。もっともっ
と気持ちがつながりたいと思っております。まだ
いろいろわかりませんので、もっとおぼえるよう
にがんばっていきたいと思います。今日、実習し
たことは、いい経験だと思います。少しの時間だ
ったけれど、私にとっては忘れられません。老人
たちのありがとうの言葉を聞いて、もっと役に立
ちたいと思います。実習させていただいて感謝し
ています。
⑮今回は講座で勉強してきたことを実践できる
ように機会を与えてくださってありがとうござ
います。とてもためになる経験でした。また、老
人の方々と一日すごすことができてとてもよか
ったです。
⑯私は今日初めて介護実習に参加しました。と
ても素敵な体験でした。たくさんのことを学び、
すべてのことを意欲的にすることができました。
着替えをしたり先輩が教えてくれる仕事をする
たびに幸せな気持ちになりました。着替えをした
り、トイレにつれて行ったり、昼食を食べるお手
伝い、髪の毛をとかしたり、車椅子での移動やベ
ッドの交換など、すべてがとても興味深いもので
した。今は、もっと介護の仕事がしたいと思うよ
うになりました。介護の仕事は私が日本で 17 年
の間にしてきたことのなかで一番良いことです。
高齢者のみなさんから私に向けられたまなざし
は、私にありがとうといっているように感じまし
た。お手伝いできたことは少しでしたが、心から
うれしく思います。施設で働いている方は、高齢
者に愛情と尊敬の念をもって接し、献身的で、高
齢者が心地よいようにしてあげていました。
⑰今回は、専門の仕事としてはもちろん、ひとり
の人間として、多くのことを学んだ一日になりま
した。この日のことはこの先ずっと忘れないでし
ょう。9 時半から入浴でした。私は K さんと同じ
グループで、ひとりが入浴介護をし、もうひとり
が髪の毛をとかし、水分補給の飲み物をあげまし
た。ふたりで仕事を交代しながらやりました。次
は食事の手伝いでした。食事を配り、ひとりで食
事をしてもらうのは、人に頼らずできるというこ
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とを感じさせるひとつの方法ではないかと感じ
ました。私は女性に食事をあげる手伝いをしまし
たが、とてもゆっくり、のどにつかえないように
注意をはらってあげました。その後、二人の人と
会話をさせていただきました。12 時 30 分からお
むつ交換でした。講座では習いましたが、より実
践的で、とても興味深かったです。おむつ交換の
後、レクリエーションの場所につれていき、その
後何人かの方を散歩に連れて行きました。戻った
時は、カラオケをやっていました。一人の先生が
ピアノを弾き、みんなとても楽しく歌いました。
15 時に実習は終わりました。私たちがお手伝い
した方々は、みなさん、国籍の違いも気にせず、
大変温かくうけいれてくださいました。介護の職
員の方たちも、日本語ができない私にも、忍耐強
く接してくださいました。
⑱（日本語）介護実習はたくさんの思い出になり
ました。Uさんとはブラジルのことを話しました。
しっかり聞いてくれました。私はブラジル人とし
て日本人の皆さんが大好きです。何か良いことを
したいと思います。又機会がありましたら行きま
す。一番大変なことは入浴です。一番楽しいのは
カラオケです。手をたたくことのできない人のお
手伝いをしました。お食事の手伝いをしました。
お散歩へ行きました。これが私の一日でした。
⑲私の初めての施設実習はとても印象的なもの
でした。施設で働いている方はカリスマ性があっ
て、高齢者に対する気配りがとても良くできてい
ました。しかし、まったく動けない方や、まひの
ある方をみて、とても悲しくなりました。いつか
私たちがそのように年をとったらと思ったり、こ
んなに弱くなったお年寄りをみたことがなかっ
たので、心が痛みました。反対に、このように良
く対応してくれる施設があることを知って、うれ
しく思いました。一日だけでしたが、一緒に仕事
ができてとても良かったです。もしできることな
ら、もっと、お手伝いがしたいです。この施設で、
献身的に働いているすべての方を、すばらしいと
思います。

・実習終了後の感想文のまとめ
上記の感想文から、①介護の仕事がしたいは 3 名、
手伝いたいは 1 名、介護の勉強がしたいは 2 名、
日本語の勉強がしたいは 1 名、よい経験だったが

7 名だった。②「介護の仕事は私が 17 年間の間
にしてきたことのなかで一番良いことです」「人
と人とのふれあいによって、自分が役に立ってい
ると感じ楽しむことができました。工場の仕事で
は埋めることのできない精神的な隙間を埋める
ことができた」「みなさん、国籍の違いも気にせ
ず、大変温かくうけいれてくださいました。職員
の方々も、日本語のできない私にも、忍耐強く接
してくださいました」「U さんとはブラジルのこ
とを話しました。しっかり聞いてくれました」と、
介護の実習を通して、人間関係のふれあいの大切
さに気づいている。③「周りの人に相談すると、
この仕事は難しいという人ばかりです。私はそう
は思いません」と、介護の仕事への理解も、実際
の現場から、理解が深まってきたことがわかる。
④しかし、介護実習参加 19 名の中の 12 名は、日
本語の会話は十分できるが、日本語でのひらがな
やカタカナでの記述はできない。在日 14 年目の
方でも、まだまだ「日本語ができない」とのこと
である。

静岡県内の施設で介護の仕事を始めた、日系 3
世の 32 歳の青年は、「悩みの種は日本語です。特
に、利用者の健康状態などを記録するカルテの記
入には戸惑っています。医学の専門用語など、今
まで知らなかった言葉も覚えなければなりませ
ん。始業時間より 1 時間前に来て、日本語の勉強
をすることが日課になっています。」

三重県四日市のブラジル人職員の働く O 特別
養護老人ホームの介護部長は、「日本語が難しく、
申し送りや記録が伝わりにくい時は、早いうちに
個別に相談にのり、解決するようにしています。
今後、地域のみなさんとの交流のため、施設でい
ろいろなイベントを計画していますが、ブラジル
の文化も取り入れていこうとも考えています。」

７．開講式から修了式まで

平成 21 年 9 月 29 日の開講式では、焼津市国際
友好協会副会長加藤與志男氏が、「各地で多様多
種な国際交流事業が活発化し、日本語教室も多く
開催されています。日常会話から専門的な日本語
を習得する教室まで、いろいろ種類があります。
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語学習得の近道は、『まず目的を持つこと、語学
はそのための手段にすぎない』という国際交流関
連諸先輩の言葉を痛切に感じた。」とのスピーチ
から始まった。

平成 22 年 2 月 12 日修了式では、受講修了証を
交付した。賞状には、学習の内容・基礎日本語・
介護福祉実習・施設見学・施設体験実習とそれぞ
れの出席状況を記入した。

講座への出席は、皆出席者 1 名（皆出席賞授与）・
講義皆出席者 2 名（講義皆出席賞授与）と、非常
に良好であった。夜間の 7 時から 9 時までの学習
ということや、仕事が終わってからの方や家庭の
主婦は夕食の準備や子どもを連れての（大学の地
域交流センターの職員の皆様方や大学ボランテ
イアの学生さん達の託児により）学習であった。

多文化共生とのまさにその言葉どおり、学習修
了後には、記念のパーテイを催していただき、お
国自慢の料理を持ち寄って仲良くまだまだのこ
れからの日本語の学習と介護技術への意欲と、介
護職への就労への努力を話し合った。

その後も、焼津市国際友好協会主催の国際理解
講座が和田公民館で開催されたときも、ブラジル
とペルーからの方々と再会し、ブラジルとペルー
料理を食べながら、日本語講座の思い出などを話
しながら再会を楽しんだ。

８．就労への取り組み

（１）ハローワークへのお願い
修了証を持参した、「外国人住民のための介護

補助員等養成日本語講座修了生」への就職相談と
介護職への紹介への配慮を依頼し、一人でも介護
職への就労を希望する外国人の就労を助けたい
との願いで、焼津市役所多文化共生課の職員の皆
様方のご尽力を頂いた。

（２）実習施設と近隣の施設からの就労依頼
施設体験実習させていただいた施設から、2・

3 名の外国人の方々の就労への打診があり、もっ
と詳しく労働条件などの話し合いをとのお話を
頂きましたが、運悪く、ちょうど母国への一時帰
国があり、双方の不具合で就労に至らなかったケ

ースがあり残念であった。
また、近隣での介護職の不足が急に生じた施設

からもお話を頂きましたが、初めての施設での面
接で過度に緊張して、いつもはあいさつや会話や
日本語の良くできる方で笑顔も多い方が、自分の
言葉での対応ができず就労には至らなかったと
いうケースもあった。

９．考　察

（１）先行研究
第 18 回日本介護福祉学会大会は「21 世紀の介

護福祉〜国際交流における介護福祉の役割〜」が
テーマとなった。（2010 年 9 月 18 日・19 日岡山
県立大学）

①シンポジウムⅠでは、森山千賀子「韓国との国
際交流における介護福祉の役割」、松本好生「21
世紀の介護福祉〜中華民国との国際交流におけ
る介護福祉の役割〜」高橋和巳「インドネシアを
はじめとした海外介護士との交流を軸に」
②分科会（第６− A）・国際介護福祉では、太田
貞司「フィンランドの地域ケアとラヒホイタヤ」
高木剛「ドイツにおける Altenpflegehelfer の養
成制度」藤森宮子「日仏比較の視点からの考察−
介護職の人材養成に、職能・業界団体が果たす役
割とは−」中野一茂「ドイツ老人介護士養成に
おける実習指導者について− Praxisanleitung fur 
Pflegebrtufe の翻訳第１報−」鴨澤小織「イギリ
スにおける介護人材育成の動向」溝部佳子「留学
生と介護福祉学科学生との国際交流−「ふくい・
ふれ愛ひろば」の実践を活かして−」
③分科会（第６− B）・国際介護福祉では、土川
洋子「外国人介護福祉士候補生の現状と展望〜介
護福祉士養成施設学生の立場からのコミュニケ
ーションに関する一考察〜」趙敏廷「介護福祉学
生の介護福祉士イメージ− SD 法による日韓比較
−」天野ゆかり「外国人介護職員受け入れに対す
る地方自治体の取り組み− EPA における介護福
祉士候補者の教育支援を中心に−」金美辰「EPA
により来日した外国人介護職員の勤務と研修の
在り方に関する一考察」宣賢奎「韓国の介護保険

外国人住民の介護技術習得と日本語学習への支援の現状と課題（末廣貴生子） 



静岡福祉大学紀要  第 7 号（2011 年 1 月）

72

制度における療養保護士の専門性に関する研究」
安勝煕「韓国の介護人材育成の動向」陳引弟「中
国の大都市部における介護職養成の現状と課題
−大連市の実態調査を通して−」
④ポスター発表国際介護福祉群では、末廣貴生子

「『外国人住民のための介護補助員等日本語教室』
開催の現状と課題− S 県 Y 市の福祉大学と市役
所・国際友好協会の提携による講座より−」青柳
暁子「フィリピン人介護福祉士候補生と日本人介
護福祉士の介護感の相違」の発表があった。

国際介護福祉の発表分野では、フィンランドの
地域ケアと世話をする人・イギリスの介護職の労
働環境・中国大連市介護職養成・韓国療養保護士
養成（３件）・ドイツ老人介護士（2 件）・職能業
界団体の役割の日仏比較・介護福祉士のイメージ
の日韓比較・留学生（米国・中国・韓国）と介護
福祉学科学生の国際交流・韓国との国際交流・中
国との国際交流・インドネシアなど海外介護士と
の交流・EPA 介護福祉士候補生のコミュニケー
ション・EPA により来日した外国人介護職員の
勤務と研修・EPA における外国人介護職員受け
入れに対する地方自治体の取り組み、が主なもの
であった。

この外国人のための介護技術の習得と日本語
学習の支援は、地方自治体の取り組みだけではな
く、大学の介護福祉コースとの連携が大きな意味
を持っている。

さらに、介護の仕事の理解は、職業としてのみ
ならず、人の誰もが、外国人でも、高齢者や障が
いを持つようになれば、その知識や技術は必ず必
要となり、外国人の高齢化にもその対応も必要と
なる。

幸いにも、第 1 回に続いて、第 2 回が開催され
る。

多くの外国の方々に、介護福祉・介護技術と日
本語を学んでいただければと思う。

又、本講座の教科書が日本中の外国人住民の
方々の学習の役に立てばと思う。

（２）外国人による介護職員の増加・
日本もドイツも

日本に現在滞在している日系ブラジル人は約
30 万人、その半数の 16 万人が東海地域に集中し
ている。仕事は非正規・製造業の派遣や期間工な
どとして働いていることが多く、派遣切りの人々
の雇用を介護の職場にと、新たな職域を創出しよ
うとしている。

「三重県鈴鹿市などでは、『外国人向けホーム
ヘルパー 2 級養成講座』にブラジル、ペルー、チ
リ国籍の 19 人が参加し、専門用語にはポルトガ
ル語の対照表をつけ、講師と通訳がペアで教え
る」「O 特別養護老人ホームでは全体で約 70 名ほ
どのブラジル人がヘルパー資格取得後、働きなが
ら、介護福祉士を目指している方もいる」など、
介護現場の人手不足と不景気からの状況に、外国
人の介護職員は増加している。

EPA 以外でも、介護施設では、日本人配偶者
や日系人など、東京都内の特別養護老人ホームで
フィリピン・中国・韓国籍などの女性が 101 施設
196 人働いている。

ドイツの介護保険法における貴重な人材は、老
人介護士である。この専門職は、日本の介護福祉
士のモデルであるといわれている。日本よりも約
30 年前の 1960 年代から養成が始まった。しかし、
最近の老人福祉士を取得する人々の傾向として、
失業者や海外からの移住者が増加しているとい
われている。

・本講座受講生は、30 歳代から 50 歳代後半ぐら
いまで、男性が数人で、女性の家庭の主婦や家事
などが得意な方々であったため、仕事への理解
や高齢者へも、「国の母を思い出して涙が出まし
た。」と優しい心遣いの方々ばかりであった。

また、外国人の女性は、大変家庭的で、料理や
家事が得意な方が多かった。受講した男性は、料
理や家事や介護の仕事への積極的な働きには、自
然な仕事ぶりが伺えた。

第 2 回の講座が開催されるが、4 名の第 1 回受
講生が再度受講することで、第 2 回講座終了生に
は、就労の実現を目指したい。
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外国人住民の介護技術習得と日本語学習への支援の現状と課題（末廣貴生子） 

・ブラジルとの関係は、日本人がブラジルへ移民
し、今は、ブラジル人が日本で働くという、まさ
に、国際相互理解、多文化共生への取り組みが必
要となる。

ブラジルの人々が日本語を学び、私たち日本人
も、ポルトガル語・スペイン語・英語での指導や
授業が必要となる。

早急に、介護技術のポルトガル語・スペイン語・
英語の対照の教科書や練習ドリルの作成が必要
となる。

外国人の介護職員を受け入れる介護施設の職
員の外国語教育や介護福祉士や指導者の、英語・
ポルトガル語・スペイン語やその国々の、インド
ネシア・フィリピンの生活・文化・習慣を学習し
ておく必要がある。

今回、作成した日本語の教科書・練習ドリルと
介護技術の教科書・練習ドリルを、施設の職員の
方々との協議で、再度、現場で必要な学習を付記
していく必要もある。

　
（３）浜松市の

「介護のための日本語教室」との比較
本講座の先行講座は、2009 年 2 月中旬から 1

ヶ月、失業者向けに開講された。面接と筆記試
験を実施した。定員 30 名に 5 倍の応募があった。
食事・入浴・排せつ・衣類の着脱などで使われる
日本語会話を学習し、介護現場体験もおこなっ
た。
・本講座は、学習期間が 6 ヶ月近く長いこと、
失業者ではなく現在も仕事をしながらの主婦の
方々が受講したこと、日本語と介護技術と・施設
見学と施設オリエンテーション・施設実習と、大
学での介護技術の授業と同様の同等の学習をお
こなったことが特色である。

（４）多文化受け入れの態勢
内閣府の外国人労働者問題世論調査によると、

（2000 年 11 月調査から）全国の 20 歳以上 3000
人を対象におこなわれ、回答率は 69.0％、受け入
れを認めない 48.3％、受け入れを認める 42.8％、
認めない割合は町村が高く、女性が高く、60 歳
代が高い。認めない理由は、「介護には日本語で
のコミュニケーション能力が必要である」が 69.5

％、「介護サ−ビスは日常生活全般にわたること
から、国内の各種制度や生活習慣を理解する必要
がある」が 58.0％、「介護には専門的な知識や技
術が必要である」が 38.3％であった。

2004 年の「外国人労働者の受け入れに関する
世論調査」内閣府大臣官房政府広報室によると、

「外国人労働者に求めるもの」として、「日本語能
力」が 35.2％、「日本文化に対する理解」が 32.7％、

「専門的な技術・技能・知識」は 19.7％である。
・本講座の施設見学と施設実習では、施設の職員
と利用者の方々からは、外国人としての実習生の
介護実習では、日本語の会話と介護技術への取り
組みには好意的な意見が多く、就労への意向も伝
えられた。

しかし、今後は、安全への確実な対応や、コミ
ュニケーションの不可能な利用者への対応など、
現場の施設側実践での、難しい問題への対応を十
分に汲み取れる介護技術と日本語の学習へ展開
できるようにしたい。

10．今後の展開

（１）第 2 回「介護の仕事のための日本語教室」
文化庁の委託事業として始まった、「外国人住

民のための介護補助員等養成日本語教室」は、再
び、焼津市国際友好協会と静岡福祉大学の連携
で、平成 22 年 10 月 6 日から日本語 4 回・介護技
術 4 回・施設見学と施設実習の合計 10 回の講座
が引き続いて開講されることとなった。

文化庁の視察時の意見交換会では、日本語の専
門官や日本語の大学教授から、「介護用語は日本
人にでも難解な言葉であり、その意味や漢字での
表記には大変難しい言葉が多すぎると思う。言い
換えて、もっと易しい用語で、昔の言葉遣いか
らの工夫が必要と考える。」とのご指摘があった。
同時に、「介護福祉の授業や介護技術の難しい授
業を、この外国人の皆さんの授業への集中力を引
き出し、授業をわかりやすく楽しく学べるよう
な工夫は今後広く引き継いでいっていただきた
い。」とのお勧めも頂いた。
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（２）受講生の向上と大学の地域相互貢献へ
①前講座の受講生が介護の仕事に興味をもち、ホ
ームヘルパーの 2 級課程を受講したこと。

前講座で施設実習した施設からは、働いていた
だいても良いとのお話を頂き、履歴書や面接への
準備にとりかかっている。

介護福祉職への就労へと繋がることを願って
いる。
②前講座修了者の皆様に呼びかけて、介護施設
で実習させていただいたお礼として、有志の方々
で、ボランテイア活動として、多文化共生の、ブ
ラジルやペルーなどの民族ダンスクラブの披露
などを計画している。
③焼津市や静岡県の地域性から、静岡福祉大学の
役目は、多文化共生として、外国人の方々に、日
本語の普及の学習に取り組むこと、また、福祉大
学教員として、地域の高齢者や障がい者の施設と
の交流に役立てる知識と実践に必要な実技の習
得の手助けをおこなうこと。　

とりわけ、介護福祉職として就労にまで導ける
手助けをおこなっていくことは、大きな責務と考
え、今後ますます外国の方々との交流を推進し、
国際貢献や地域活性に寄与しなければならない
と考える。

感　　謝
この「外国人住民のための介護補助員等養成日

本語講座」開催については、焼津市国際友好協会・
焼津市役所総務部多文化共生課（旧課名）・静岡
福祉大学の多くの皆様方のご尽力ご協力により
開講できました。ありがとうございました。ここ
に感謝の意を表します。

また、第 2 回の講座開催へのご協力をお願いい
たします。
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１． はじめに

平成 18 年 4 月施行の介護保険の改正では、看
取り介護加算ともに４０歳以上の末期がん患者
は介護保険の対象になった。しかしながら、介護
保険対象になっている施設で働いている介護福
祉士、ヘルパー資格保持者で構成される介護職員
は、いわゆる様々な場面で利用者の身体に出現す
る痛みに対する「緩和ケア」に対しての知識が充
実しているとは、言い難いのが現状である。

一般に高齢者は幾つかの慢性疾患を抱えてい
るが　西岡は 1）さらに「老年症候群」として、また、
鳥羽は 2）、後期高齢者では、平均 6 個の慢性疾患
を有し、平均 8 個の老年症候群を有しているとい
われている。西岡 1）はこれらを踏まえて、高齢
者疾患の特徴を次のように、まとめている。①複
数の疾患を持っていることが多い。②症状は必ず
しも単一の病因によるものではない。③しばしば
症候が非典型的である。④社会的背景が契機とな
った疾患が少なくない。⑤予後が医学的要因のみ
ならず社会的、環境的な要因による影響を受けや
すい。⑥薬物による有害事象の出現頻度が高い。
⑦各種の検査値による個人によるばらつきが大

きい。⑧生理的老化と病的変化の区別が困難な場
合がある。⑨老年者に特有な病態を理解する必要
がある。以上のようなことから、考えてみると介
護職員に対して緩和ケアの知識を充実させるこ
とが急務であると考える。

そこで今回は、緩和ケアの知識の向上を目的と
して学習会を実施した。また、その結果を踏まえ
て、今後の特別養護老人ホームにおける緩和ケア
について考えていく。

２．研究方法

期 間　平成20年8月〜平成21年2月
対 象　A県、A市、特別養護老人ホーム
　　　 介護職員 100名
学習会開催について

1）学習会の企画・開催
2）学習会後、介護職員へのアンケート実施

特別養護老人ホームでの
緩和ケアの知識を深めるために

中 野  一 茂
 

To Deepen the Knowledge of Palliative Care in the Nursing Home

KAZUSHIGE NAKANO

要　旨
平成 18 年 4 月施行の介護保険の改正では、看取り介護加算ともに４０歳以上の末期がん患者は介護

保険の対象になった。しかしながら、介護保険対象になっている施設で働いている介護福祉士、ヘル
パー資格保持者で構成される介護職員は、いわゆる様々な場面で利用者の身体に出現する痛みに対す
る「緩和ケア」に対しての知識が充実しているとは、言い難いのが現状である。そこで今回は、緩和
ケアの知識の向上を目的として学習会を実施した。また、その結果を踏まえて今後の特別養護老人ホ
ームにおける緩和ケアについて考えていく。
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３. 痛みについて

（１） 痛みの定義
国際疼痛研究学会 3）では、「痛み」を「組織の

実質的または潜在的な損傷に伴うか、このような
損傷を示す言葉を用いて表現された不快な感覚
と情的な体験」と定義している。

（2） 痛みの特殊性
田邉らは 4）、痛みの特殊性について、次のよう

に述べている。ヒトは痛覚以外に、触覚視覚・聴
覚・味覚・嗅覚、いわゆる五覚（五感）というも
のを有しているが、これはヒト全てに共有できる
感覚である。「美味しいものは美味しい」と感じ
るし、「綺麗なものは綺麗」と感じられる感覚で
あり、お互いが理解し合える感覚ということにな
る。

ところが、痛みはそれを感じている個人にしか
分からない感覚である。他人はヒトが七転八倒し
ているから「相当痛いのだ」と判断しているに過
ぎない。痛覚は常に孤独な感覚なのである。逆に、
その痛みを感じないというヒトが少しではある
が存在する。無痛症と呼ばれるが、大方は感染に
よる痛みを感じないために早死にすることにな
る。

何らの原因で損傷を受けた瞬間に感じる局在
性の明確な痛み（例：足底が）と、それに少し
間をおいて感じる持続性で局在性に乏しい痛み
がある。最初の痛みを鋭痛（一次痛、速い痛み）、
続く痛みを鈍痛（ニ次痛、遅い痛み）と呼び、こ
れを痛みの二重性というが他の感覚つまり五覚
には認められない現象である。

痛みには、その他にもいくつかの特殊な現象が
認められる。触る、撫でるなど痛みを起こすはず
のない刺激なのに痛みを生じることがある（アロ
ディニア）。さらには、内臓疾患による痛みが皮
膚に投影される現象（関連痛）、末梢の知覚は完
全に消失しているのに同部に訴えられる痛み（帯
状疱疹後神経痛・腕神経引き抜き損傷・幻肢痛）
がありその上、骨折は治癒し痛みの原因が消失し
ているのに関わらず訴え続けられる痛みなどが
ある。また、痛みが生じているはずなのに、精神
的緊張状態・昂揚状態などのときには、痛みに気
がつかない（疼痛抑制機構）ということもある。

（３）痛みの種類
佐藤は 5）、痛みを分類する基準として、成因、

時間経過、身体部位などを挙げてまとめている。
① 侵害受容性疼痛:一過性または持続性侵害刺激

に対する侵害受容器の反応に起因
② 神経因性疼痛:疼痛伝達・制御機構自体の異常

に起因
（例）帯状疱疹後、神経痛、糖尿病性神経炎、
癌の神経浸潤、視床痛、求心路遮断痛

③ 心因性疼痛:妄想、幻覚、ヒステリー、うつ病
などに伴う痛み

侵害受容性疼痛は、組織損傷を起こす侵害刺激
により一次感覚神経などの末梢端部分に存在す
るポリモーダル受容器などの侵害受容器が興奮
し、発生する痛みである。

生体警告系としての痛み、外傷、手術、炎症、
に伴う痛みなど。大部分の痛みがこれに分類され
る。癌の痛みの一部も持続的な侵害性の痛みと考
えられる。

神経因性疼痛は、神経組織自体の物理的損傷、
機能的変化により発生する痛みである。

成因が十分には解明されていず、組織損傷が完
全に治癒した後も続き、現在臨床的に使用されて
いるモルヒネなどの鎮痛薬も効き難い臨床的に
厄介な疼痛である。現在のところ痛みの研究の焦
点になっている。

心因性疼痛は、身体的（器質的）に痛みの原因
となる病態生理学的異常がないにもかかわらず
発生する。高度に発達した大脳皮質をもつヒトで
のみ見られる。精神神学的社会心理学的な異常に
基づく痛みである。

４. 緩和ケアについて

（１）  緩和ケアの定義　
WHO の定義 6）よれば、緩和ケアは生命を脅

かす疾患による問題に直面している患者とその
家族に対して、疾患の早期より痛み、身体的問題、
心理社会的問題、スピリチュアルな（霊的な、魂
の）問題に関して適切な評価をおこない、それが
障害とならないように予防したり対処したりす
ることで、クオリティー・オブ・ライフ（生活の質、
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生命の質）を改善するためのアプローチである。

５.トータルペインについて

（１） トータルペインとは７）

身体的、精神的、社会的、スピリチュアルな苦
痛について評価・ケアをし、生活の質を改善する
ことを目的としている。そして、この四種の苦痛
を総称して、トータルペインと呼び、全人な苦痛
の緩和を図ることが謳われている。

６.ペインスケール7）

（１） ペインスケール
（Wong-Baker Face Scale）について

Face Scale は、感じている痛みについて、痛
みを表す段階的な“顔”の絵から選ぶため、成
人だけでなく言語や数字を理解できない小児や
高齢者に使われることが多い方法である。通常、
Wong-Baker FACES Pain Rating Scaleのように、
scale 0 の“痛みが全くない”から scale5 の“耐
えられない強い痛み”までの６段階の表情に、痛
みの強さを表す“言葉”を併記して用いられる。
Face Scale には、他にも表情の異なる様々なペ
インスケールが開発されていますが、最も多く
使用されているのは、Wong-Baker らの開発した
Face Scale のペインスケールである。

７. 結果・考察

緩和ケアの学習会終了後、アンケートを実施し
たところ表１から表 9 のような結果となった。

図 1.  Wong-Baker Face Scale
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（１） 学習会後のアンケート、自由記述
①痛みの有無だけでなく、種類や特徴などポイ

ントを理解でき、観察するときに注意するよ
うになった。

②どの程度、何時から、どのあたりなど痛みを
深く考え、記録に残すようになった。

③知識の裏づけとなり、緩和ケアに対し自分の
知識と利用者の状態を統合して自分の意見が
言えるようになった。

④医師や看護師・薬剤師にコンタクトをとった
り、カンファレンスをする頻度が多くなった。

⑤講義形式の学習会や資料で学習意欲がわいた。
⑥１度ではわからない、難しい。

緩和ケアやアセスメントについての考え方・日
常の介護への変化については自由記述の①〜⑤
のような回答があり、日常における具体的な介護
行動に変化が見られたと考えられる。これは、学
習会により知識の習得、学習意欲の向上、具体的
な行動の変化につながったと考えられる。

８．結論

高齢者は複数の疾病の痛みを抱えて、年齢が上
がる度にその割合が増えることは、考えられる。
そのことからも痛みをコントロールする緩和ケ
アは、大変、重要である。しかしながら、ある報
告に８）−９）よると長期療養施設にいる高齢者のが
ん患者の約 30％は、毎日、痛みを訴えているに
もかかわらず、疼痛治療を受けていないというこ
とがあり、この割合は高齢になるほど増加する。

また、がんではない高齢者も、大腿骨頸部骨
折をした場合も、不適切な疼痛治療を受けてお
り、認知機能の低下がある場合はその傾向が非常
に強い。その他にも、ある市在住の高齢者の 25-
50% が、関節痛や腰痛などの慢性疼痛に悩まさ
れているが、コントロールは不十分であるといわ
れている。10）− 11）

この現状にも関わらず、平成 20 年度から導入
された介護福祉士の新しい養成課程においても
緩和ケアについては詳しい内容を教えるように
なっていない。その理由として考えられるのは、
緩和ケアそのものは、医療行為が多く含まれてい

るため、介護福祉士が関わる部分が少ないと考え
られている。しかし、冒頭にも書いたように平成
18 年 4 月施行の介護保険の改正では、看取り介
護加算ともに４０歳以上の末期がん患者は介護
保険の対象になった。また、看取り介護を行う場
合、本人の意思確認や家族への説明等で介護職員
が関わる場面があると考えるならば、緩和ケアの
知識、特に疼痛コンロール関する説明ができる程
度の知識は、介護職員にも必要なのではないか。
また、介護計画等 ( ケアプラン ) で緩和ケアを中
心とする計画立案があった場合においても、緩和
ケアの知識が介護職員に不足しているようであ
れば、他の職種との連携においても支障をきたす
可能性がある。そのようなことを考えると、従来、
生活施設とされている特別養護老人ホームの介
護職員においても、研修メニューとして緩和ケア
を学ぶ機会を増やす必要があると考えられる。そ
して、介護福祉士の養成課程においても、緩和ケ
ア、また、痛みに関する基本的な知識を取り入れ
た授業内容の検討が待たれる。

９．今後の課題

従来の介護分野における看取り介護、ターミナ
ルケアは、高齢者の尊厳を中心に考えられていた
ため、スピリチュアルケアを中心に考えられてき
たが、医療の境界を超えない程度で、介護職員が
どのような緩和ケアが関わることができるのか、
概念、技術の両面から検討していく必要がある。
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１．はじめに

わが国での社会福祉サービスの中でのレクリ
エーション活動は様々な利用者を対象に行われ
ている。
利用者の自立した生活を支援していく中で、心
身の健康、文化的な生活を営むには、それは基本
的な生活支援だけでなく、｢その人らしく生きる
｣為の趣味や文化的な活動にもその支援は及ぶ。
又、社会福祉領域でのレクリエーション活動も
その定義や活動内容の分類はこれまでも取り組
まれているが、スポーツや体操等身体活動から芸
術活動や野外活動に至るまで活動範囲は広範で
ある。それぞれの分類や特性を理解しサービス提
供を行われる事が求められる。
その中で、文化、芸術的な活動については、そ
もそも芸術活動は人間として誰しも体験し、享受
するものであり、それは社会福祉サービスの利用
者も立場は同様である。
又、レクリエーションについては財団法人日本
レクリエーション協会が専門職の養成に尽力し
ているが、専門資格の一つであるレクリエーショ
ン・コーディネーターは歴史的経緯から見れば、
対象が青少年の健全育成やその後、職場での福利
厚生としてのレクリエーションが主流だったも
のが、少子高齢化社会の中で、福祉レクリエーシ
ョンとして対象の主流が社会福祉領域に移行し
ている。そして、1993 年に同協会では福祉レク
リエーション・ワーカーが創設され、世代、疾病、

障害等に配慮した上で利用者のニーズに対応で
きる社会福祉従事者のレクリエーション援助能
力が求められていると言え、更なるニーズに対応
した資格制度と人材育成に取り組んでいる。
そうした中で、福祉レクリエーション活動につ
いては様々なスポーツや文化芸術といったレク
リエーション活動を行ってきた中の一つに、ダン
ス活動の実践がなされてきた。その事は福祉関係
の文献の中の表記で、｢ゲームや歌、あるいはダ
ンスといったグループ ･レクリエーションでよく
使われるものから ｣（薗田ほか、2000）、といっ
た文章からも、レクリエーションの比喩の一つに
｢ダンス ｣が使われるくらい実際はポピュラーに
活動されている事が伺える。
しかし、一方では ｢（レクリエーションが）生
活全般と全面的にかかわっている ｣が ｢多くはい
まだに“みんなで遊ぶこと”とか、“歌、ゲーム、
ダンス”などと、はなはだ狭い認識しか持ってい
ないようである。｣（垣内ほか、1998）や、｢ 現
代の子どもたちは、昔ながらのゲーム ･ソング ･
ダンスの指導だけではもうついてこない。｣（高
橋ほか、1996）との文章表現から伺えるように現
在の活動では、提供されているダンス活動に利用
者が満足出来ているとは言い切れない事も指摘
されている。
又、近年では福祉人材の確保の難しさ等が加わ
り、実際の社会福祉サービスでのレクリエーショ
ン活動は運営に困難が直面する場面も見られる。
ダンスにはその特性として ｢踊る ｣、｢ 創る ｣、

福祉レクリエーションでの
ダンスに関する考察 

三 岳  貴 彦
 

A Study on Dance for Recreation in Welfare

Takahiko MITSUTAKE

福祉レクリエーションでのダンスに関する考察（三岳貴彦） 
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｢ 観る ｣という表現形式でまとめられる（舞踊教
育研究会、1994）。ダンスも芸術活動の一つとし
て捉えれば、当事者が ｢踊る ｣という行為自体を
楽しむだけでなく、レクリエーションでの個人、
若しくは集団での作品、振り付けを ｢創る（創作
する）｣作業、又、作品として完成すれば鑑賞者
が必要とされる為、｢観る ｣要素が含まれる。
今後はレクリエーション活動の向上には、総じ
て福祉レクリエーションに対する定義、概念の理
解と、それぞれのレクリエーション財に着目した
実践と理論の整理が求められる。
本研究では、福祉レクリエーションの概念と活
動分類について整理し、その中でもポピュラーに
扱われる活動の一つであるダンス活動に着目し、
その意義と特性を検討する。

２．社会福祉に於けるレクリエーションの
　　定義、分類について

そもそも、社会福祉ではレクリエーション自体
をどの様に考え、位置付けてきたのだろうか。社
会福祉でのレクリエーションの定義について、こ
れまでの先行研究からその位置付けを探ってみ
る。
サポラ、ミッチェルは ｢レクリエーションはプ
レイを含む広い領域で、あらゆるタイプの活動を
含み、子どもおよび大人の両方によって、自己表
現を目的をして追求される。だからコミュニティ
･サービスのような活動も含む。｣と定義し（垣
内ほか、1998）、地域福祉全般にも当てはまる地
域組織活動をもレクリエーションとして位置付
けている。
又、バトラーは①意図的に報酬を求めない。②
心身または創造の力を発揮せしめる。③外部から
の強制ではなく、内からの欲求により活動する。
④通常、余暇に経験されるが、どのような時、活
動に関わらず生じうる。⑤行う人から楽しみや満
足を引き出す。⑥個人的なものであるがゆえに多
様である（垣内ほか、1998）。以上、6 点にまと
め、ボランティア等の幅広い活動をもレクリエー
ションとして位置付けている。
垣内は社会福祉でのレクリエーションの役割

を ｢レクリエーションとは、生活を楽しく明るく、
豊かにする為の一切の行為である。行為とは単に
四肢のみでなく、視覚、聴覚、味覚、触覚などに
関わる一切の行為を含む。｣、と定義している（垣
内ほか、1998）。又、上記の定義を一言でまとめ、
｢レクリエーションとは『生活の快を求めること』
である ｣としている。
又、薗田らでは以下のようにレクリエーション
を定義している（薗田ほか、2000）。
「・遊びを基盤としており、
　・主として余暇時間に行われ、
　・基本的には自発的な行為 ･活動であり、
　・楽しさや喜びといった感情を伴い、
　・心身の健康や幸福な生活あるいは人生の開
　　　発に貢献する活動。」
レクリエーションは教育、労働の領域で概念が
成立していった。その為、対象者は学生、労働者
となるが、社会福祉領域でのレクリエーション活
動では対象者は福祉サービスの利用者となる。
その為、福祉サービスでのレクリエーションと
は利用者の ｢生活 ｣の中での活動となる。
主体的に活動そのものを楽しんだり、充足感を
得る点にも着目し、生きる事により良く、より豊
かに生活していく上でレクリエーションを捉え
られている。

３．社会福祉に於けるレクリエーションの
　　分類とダンスの位置付けについて

｢ レクリエーション財 ｣とは ｢人間の文化が生
み出した文化財の総称 ｣である。福祉現場での援
助目的は利用者一人一人が自分で選択して、様々
なレクリエーション財を自主的に楽しめるよう
になる事（レクリエーション自立）にある（薗田
ほか、2000）。
福祉レクリエーションの分類には視点によっ
て様々な分類がある。それは例えば個人の障害の
度合いに着目したり、世代を限定する事で利用者
との関わり方（援助方法）が違うからである。
そこで、先行研究でのレクリエーション財の分
類からどのように様々な活動を分類、整理されて
いるのかを検証していく。
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今井は ｢余暇活動目録 ｣として余暇活動を次の
ような分類を行っている（表 3− 1）。
この事から、美術や音楽といった芸術は情緒的
活動として分類されているが、ここでは ｢舞踊 ｣
が身体的活動として分類されており、スポーツと
同じ範疇として分類されている。
又、垣内による分類は福祉現場での活動の特性
から 12 の活動に分類している（表 3− 2）（垣内
ほか、1998）。垣内による分類の特徴として、例
えば ｢個人と集団 ｣、｢ 静と動 ｣と言った対比し
た関係から分類しており、また、｢手芸 ｣が ｢ 静
的レクリエーション ｣と ｢能動的レクリエーショ
ン ｣に属している等、そのレクリエーション財の
特性が合致すれば項目は重複する。そして、｢娯
楽的レクリエーション ｣と ｢利己的レクリエーシ
ョン ｣での事例が ｢殆ど全て ｣としている事から
多くのレクリエーション財がこの要素を含む。垣
内は ｢舞踊 ｣を ｢動的レクリエーション ｣の事例
として挙げており、ここでもスポーツと同じ範疇
としている。また、事例で挙げられたダンスは
｢娯楽的レクリエーション ｣｢ 利己的レクリエー
ション ｣にも要素として持ち合わせている事から
主体的に娯楽に興じる要素も含まれる。
又、茅野はレクリエーションを 10 のカテゴリ
ーに分類しており、ダンスは ｢ダンス ｣として独
立している ( 表 3-3)。そして、ここではダンスを
更に ｢フォークダンス ｣、｢ レギュラーダンス ｣、
｢その他 ｣に分けており、各ダンスのジャンルが
分類されている。
又、薗田らは、各レクリエーション財がどの項
目の楽しさのポイントを満たすのかをまとめて
いる（薗田ほか、2000）。但し、ここでは観戦や
鑑賞等 ｢見る ｣、｢ 聞く ｣ の活動要素は含めてい
ない事を前提にしている。
以下の状況にある時に、人は楽しさを感じ、そ
れが満足につながり、やがて生き甲斐にまで変わ
っていくとしている。

a.自分が主体的に関わりを持っている時。
b.人から拘束されず自由であると感じた時。
c.物事が達成できた時。
d.自分の力が伸びたと感じた時（出来なかった
事が出来た時）。
e.自分が自分自身でいることが出来、自身を表

現できている時（自己表現）。
f.創造性のある活動をしている時。
g.他人から認められた時。

それぞれのレクリエーション財について楽し
さのポイントを整理して提示されているが、ここ
では ｢ダンス ｣から得られる楽しさのポイントを
a、c、dとしている。
ダンスの特性は｢踊る｣、｢創る｣、｢観る｣とい
う表現形式でまとめられるが、この分類では｢見る
（観る）｣要素を含めていない事を前提に説明して
いるので論点として省くにしろ、e.自己表現や f.創
造性が該当するダンスを｢創る｣要素が楽しさのポ
イントとして含まれていない。
この事はダンスの持つ ｢創る ｣要素を軽視して
いるという解釈もできるが、それとは別に福祉の
現場に於いて自己表現や感情の表出であったり
創造的なダンス活動が行われていないか、若しく
は行ったとしても利用者がそれによる楽しさを
得られなかったりニーズとして求めていない事
を意味するのではなかろうか。
三浦らの研究では対象が大学生ではあるが、｢ク
リエイティブなダンスよりもリズムに乗って身体を
動かす事により運動欲求が満たされ、加えてコミュ
ニケーションが取れたり、シェイプアップ効果があ
がるような要素をもったダンスを求めている｣事が
指摘されており、福祉レクリエーションでのダンス
活動でも利用者のニーズには｢踊る｣事による健康
の増進や心身状態の向上を期待されているが、｢創
る｣要素が他の要素より低い状態である事が考えら
れる。
又、｢b. 人から拘束されず自由であると感じた
時。｣｢g. 他人から認められた時。｣が含まれない
事について、ダンス活動での他者との関係性があ
まり重視されていないようである。但し、普通グ
ループ ･ワークとして行う以上、他者との関わり
は軽視されるべきではない。三浦らの研究から
言葉を借りれば、｢加えてコミュニケーションが
取れたり ｣といったダンスが求められている事か
ら、ダンスの技術習得や向上といった切磋琢磨の
中で生まれる人間関係より、クラブ活動の様なよ
りラフな形での人間関係がコミュニケーション
を生み出している可能性をうかがわせる。
しかし、他のレクリエーション財の分類と比較
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すると ｢スポーツ ･ゲーム ｣の楽しさのポイント
を c、d、e、としており、スポーツの持つ自己表
現の特性を認めている。このように見ていくとそ
の分類に曖昧さが残る。今後、個々のレクリエー
ション財を研究してより良い分類方法を再検討
していく事が必要ではなかろうか。

これらの分類から、福祉レクリエーション活動
でのダンスの位置付けは以下の特徴が見られる。
①｢ダンス｣は文化、芸術的活動というより身体
的な活動としての認識がされている。

②｢ダンス｣はリズムに乗る、体を動かすという
要素が認められているが、感じる、表現する
といった｢感情の表出運動｣としての認識が低
い。

４．おわりに

福祉レクリエーション活動についてその定義
と分類、特にダンス活動について着目してその意
義と特性について検討した。
それぞれのレクリエーション財には特性とそ
の発展が考えられるが、ダンスには本来の持つ要
素からすると、まだレクリエーション財としての
素材が十分に発揮されていない点も見られた。更
に課題を掘り起こし、実践が広がる事でより福祉
レクリエーションでのダンス活動の可能性が広
がるであろう。
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１．はじめに 

1980 年代よりバブル経済の成長とともに労働
力が必要となり、来日する外国人労働者が急増し
た。1989 年の入国管理法の改正により日本で労
働する目的でアジア諸国の外国人だけでなく、ブ
ラジル・ペルー中南米諸国から日系人とその配偶
者・子供の入国が増加した。彼らは、当初出稼ぎ
として入国したが、世界経済の変化に伴い日本に
滞在する外国人が増えている。『わが国には相当
数の外国人が暮らし、日本人が意識する・しない
に関わらず、外国人労働がわが国の産業構造に組
み込まれ、主に製造業や、日本人があまりやりた
がらないような仕事などで、なくてはならない存
在となっている。』１といわれるように、農業や
漁業や重労働の現場では外国人労働者が必要不
可欠となっている。 

静岡県は外国人登録者数が全国 8 位であり、人
口の約 40 人に 1 人が外国人である２。静岡県西
部の浜松市では人口の 3.5％、菊川市は 7.3％、湖
西市は 5.9％が外国人である。３静岡県では、多
文化共生社会の実現にむけて、外国人と日本人が

相互の理解・協調のもと安心して快適に暮らす地
域社会の実現を示している。平成 10 年には、浜
松市で外国人集住都市会議が開催された。『国籍
や民族の違いで人を差別することのない、すべて
の人が安心して暮らせる地域つくり』を求める

「はままつ宣言」が出された。平成 20 年度からは、
就労の場が無く生活に困窮した外国人に対し、浜
松市・御殿場市等では日本語教育を施し介護施設
への就労支援事業を展開した。平成 20 年 12 月に
は静岡県多文化共生基本条例を制定している。 

２．外国人介護職員をめぐる問題 

 平成 20 年 8 月より経済連携協定によるインド
ネシアからの看護師・介護福祉士候補生の受け
入れが開始され、平成 21 年 2 月より就労を開始
した。それ以前にも、日系人や在日外国人等が、
介護施設に勤務している状況を見る。東京都の場
合、高齢者介護施設の 3 割で外国人介護職員が就
労しているという調査結果がある。静岡県長寿政

外国人介護職員との協働について 
〜 日本人介護職員への調査結果からの考察 〜 

前 川  有 希 子
 

A Study on Cooperative Labor with Foreign Nursing Staff:
The Results of a Survey of Japanese Nursing Staff

Yukiko MAEKAWA

要　旨
多文化共生社会の実現を目指す静岡県において、外国人介護職員の現状に興味をもった。県内４ヶ

所の特別養護老人ホームに勤務する介護職員 141 人から協力を得て、外国人介護職員や日本文化につ
いての調査結果をまとめた。外国人と一緒に働くことには肯定的であるが、日本語能力や年中行事・
文化理解を求めている。しかし、日本人介護職員は自ら学習することや、自身の生活に年中行事や行
事食が取り込まれず日本文化との接触が希薄である。外国人介護職員と協働する為には、日本人サイ
ドの意識改革も必要と考える。

キーワード : 外国人介護職員、多文化共生、日本語、年中行事

 外国人介護職員との協働について（前川 有希子） 
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策室が平成 22 年 3 月に「外国人介護職員受入れ
マニュアル」を作成し、県内の特別養護老人ホー
ムに配布している。しかし、外国人介護職員の受
け入れ態勢や介護現場での教育方法は確立され
ておらず、各々の現場で試行錯誤しているであろ
うと推測する。そこで静岡県における外国人介護
職員の状況に関心を持ち、施設管理者・介護職員
の視点、要介護者の視点、外国人職員の視点の違
いから、外国人職員と日本人介護職員との協働の
あり方について興味をもち調査研究を始めた。 

 介護施設に就労する外国人職員についての先
行研究５６７８では、外国人介護職員の日本語能力
コミュニケーション、記録の読解・記述力の不足、
文化の違いからくる価値観の違いについて課題
をあげている。しかし、高齢者との摩擦はなく、
むしろ病院や施設、職場環境を活性化し貢献して
いる。職員に刺激を与え、良い影響をあたえると
も報告されている。平成 20 年度に入国したイン
ドネシア人候補生の受け入れ施設 53 の施設長・
理事長、研修責任者、施設職員、本人等を対象に
した「インドネシア人介護福祉士候補生受け入れ
実態調査９」では、候補者の引き継ぎ・申し送り
の実施状況について 50 ～ 65％が『日本人職員が
平易な言葉でゆっくり話をすれば、何とか実施で
きる』としている。申し送りや引き継ぎは、介護
現場において重要な役割を持つことは介護職員
は充分に理解されている。『わからなくとも「は
い」と答えてしまう。』という外国人職員本人の
回答をどう受け止めるか。日本人職員が日本人サ
イドから外国人介護職員と寄り添い関わりあう
姿勢や、異文化への関心や興味の有無によって外
国人への対応に違いや戸惑いが生じ、外国人との
協働の困難さを感じることができる。 

 

３．日本文化・年中行事への理解 

 三原等の調査結果によると、インドネシア人
介護福祉士候補生の日本での心配、不安、戸惑い
は『93％が言葉の違い。78％が文化・宗教の違
い。75％が食べ物やライフスタイルの違い』と回
答している。外国人受け入れを積極的に考える施
設の職員は、『職員同士で宗教・文化・習慣の違

いが問題になるか。（中略）受け入れ積極施設の
方は何とかなる感覚で、その職員の多くは文化・
宗教・習慣の壁を乗り越えて協働できると考えて
いる』。という。外国人職員を日本文化に同一化
する以前に、受け入れ側である日本人介護職員
が、日本文化を理解し外国人職員への受け止め方
を知ることが必要と感じる。高齢者が伝統として
維持・継承してきた地域独自の文化を、次世代に
継承できない問題は全国的なものである。我々日
本人が日本文化を正しく理解し、生活として実施
できていないならば、外国人が日本文化に慣れな
い、理解できない、地域になじめないことを声高
に訴えることに疑問を感じる。 

農耕民族であった日本人は、1 年間の生活を自
然と共存・季節の移ろいを年間スケジュールとし
てメリハリを利かせていた。農耕の苦楽や子供の
誕生・成長の祝い、住民の健康・平和などの願い
を家族や地域住民と年中行事として共に時間を
過ごした。『年中行事の「食」の側面には、健康
と長寿に対する人の強い願いが表れている。自然
からの食料を、季節の節々で感謝することが年中
行事の柱になっている。』10 家族意識が弱まり「感
謝」・「祈る」行為が少なくなった。『自然のリズ
ム、自然の恵みをいただく「自然に即した暮らし」
が希薄になるにつれ、子供の遊びからも親子の暮
らしの中からも、自然を活かした、自然とともに
ある時間空間が失われていく。』11 日本では文化
の変化が著しい。諸外国の生活様式を取り込み、
食事形態が欧米化し、日本独自の文化が薄弱化し
ていると言われているが、高齢者が生活する介護
施設では利用者の生活に潤いを与え、季節感を持
たせるために年中行事に取り組んでいる。しかし
振り返ってみれば、古くは中国や朝鮮半島からの
宗教的文化や、明治時代は西洋からの近代的技術
を積極的に取り組み、我々日本人は日本文化と外
国文化を融合させてきた 12。 

外国人介護職員の多くは、東南アジアの国や南
米出身者が多い。彼らは、地理的に亜熱帯気候の
国でありとして四季を感じることができない。日
本文化との接点は来日後からであり、相当な戸惑
いや不安を感じると推測する。しかし、外国人が
日本文化や日本語を理解できない事を問題視す
ること以前に、日本人介護職員が日本文化を理解
し受容しているか疑問をもつ。 
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４．調査方法 

１）調査目的 
 本稿では、外国人介護職員と情報を共有し協

働する日本人介護職員に対し、次の 2 点を明確に
することを目的にアンケート調査を実施した。 
①日本人と外国人とが協働するために、介護職

員としての意識やどのような問題点があるか 
②日本人介護職員は、日本文化を外国人に受け

入れて欲しいと思っているか。また、自己の
生活に日本文化としての年中行事や行事食を
どれほど生活に取り組んでいるか 
この結果を考察し、日本人介護職員にとって多

文化共生社会への取り組みに必要な要因を探究
したいと考えた。

 
２）調査対象 

 静岡県内４つの特別養護老人ホーム（以下特
養とする）の介護職員を対象にアンケート調査依
頼を施設長に行った。理解の得られた 4 施設の介
護職員を対象に質問紙を配布し、回答は郵送を依
頼した。調査承諾を得た特養は、①静岡県内中部、
東部、西部より各 1 施設、②高齢化率の高いエリ
アの４特養である。調査対象者は、常勤・非常勤
問わず介護職員して就労している職員とした。

 
３）調査期間 

平成 22 年 2 月～ 3 月に協力と理解を得た。郵
送による回答の回収期限を同年 4 月末日とした。

 
４）調査項目介護職員の属性

介護職員として必要な資質・技術、家庭におけ
る年中行事・行事食の 実施、外国人職員とのコ
ミュニケーションについて等を質問した。 

 
５．調査結果 

１）回答者の属性 
承諾を得た特養に総数 185 人分依頼をした。回

答数は 141（男性 29、女性 112 Ｎ＝ 141 である）、
回答率は 76.2％であった。年代は図 1 に示したと
おりである。40 代が 44 人 31％と最も多く。10

代の職員はいなかった。図 2 は介護職員としての
経験年数を示した。5 年以上 10 年未満が 40 人 28
％と最も多く、1 年未満は 6 人４％であった。 

２）介護職員として必要な資質、知識・技術に
　　ついて

 図３に介護職員として必要な資質、図 4 に介
護職員として必要な知識・技術を示した。「変化
に気がつくこと」と 121 人中 110 人が回答してい
る。笑顔・容姿が必要とした人は 31 人であった。
介護職員に必要とされる技術は、個別ケアの原点
である個々の 況把握能力（126 人）・変化に対応
できる応用力（113 人）・身体介護技術（110 人）
である。円滑なコミュニケーションは 87 人が必
要と回答している。文化・教養的な知識の有無に
ついては、高齢者が生きてきた時代背景がわかる

（17 人）や余暇的活動に関する知識（19 人）と少
数回答である。その他には、 高齢者の生活に興味
を持つという記載があった。

 外国人介護職員との協働について（前川 有希子） 
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３）外国人介護職員と一緒に働くことをどう思
　　うか。（図５） 

「歓迎する・一緒に働いてもよい」と肯定的な
意見をもっている介護職員は82人（57％）である。 

「一緒には働きたくない・抵抗を感じる」と否定
的な意見をもつ介護職員が 26 人（20％）である。

    
４）外国人介護職員に対してあなたが感じて
　　いること（図６） 

日本人は外国人介護職員に対して「日本語がで
きないと困る」105 人、「人柄がよく笑顔で接す
ることができるならよい」73 人と意見が多かっ
た。次点には、「生活習慣や文化の違いがあるの
で戸惑う」が 64 人と「介護の仕事をしたいと思
うならば構わない」48 人である。また、「外見が
日本人と異なるので戸惑う」と感じている人は 5
人である。 

５）介護現場で働く外国人には、どのような
　　日本語能力が必要と思うか（図７） 

 外国人職員には、「日常会話ができる」71 人、
「漢字の読み書きができる」65人の意見があった。 
その他には、「カタカナで記録が書ける、記録が
読める」という意見があった。 

６）介護現場で働く外国人は四季を楽しむ
　（海水浴やお花見、お月見等）ようになる
　　べきか（図８） 

日本は四季折々に季節行事があり、1 年通して
自然の恵みを感謝し、人々の平和や健康を祈願し
ている。季節行事は生活の節目となり、高齢者の
生きてきた時代を理解することができる。四季の
ない気候・風土の国出身の職員は、日本文化と
してその季節ならではの楽しみを感じて欲しい
かと聞いた。「思う」が 65 人、46％、「思わない」
が 38 人（27％）、「わからない」が 39 人（27％）
である。 

図３　介護職員として必要な資質

図４　介護職員として必要な知識・技術

図５　外国人と働くことについて

図６　外国人介護職員に対して感じていること
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７）介護現場の外国人とコミュニケーションを
　　図るよう、日本人は外国語を学習するべき
　　か（図９） 

日本人が外国語を学ぶべきと思うとの回答が
63 人（44％）よりあった。「思わない」が 37 人（26
％）であった。外国語もその施設に働く外国人介
護職員の母国語は様々である。介護現場で働く外
国人は、決して母国語で高齢者と接しようとは考
えていない。日本語を学習し、高齢者や職員との
コミュニケーション能力を高めようとしている。
しかし、日本人介護職員は、自らが外国人職員の
文化や言語を理解し学習しようとする者は少数
であると推測した。

  
８）介護現場で働く外国人とのコミュニケーショ
　　ンを図るよう、日本人はいっしょに食事を
　　したり、 でかけたりするべきか（図10） 

日本人介護職員の 69 人（48％）が時間外・オ
フタイムでの付き合いをした方がいいと思って
いる。思わないが 28 人（20％）である。

９）利用者や家族が外国人からの介護サービス
　　を受け入れるか。（図11） 

回答は「わからない」が 103 人（73％）である。
特記事項を見てみると、「人それぞれの価値観が
ある等」が最も多く、「実際に外国人からの介護
を受けたことがないので、想像できない」という
ものもあった。「理解がある」と回答した職員 19
人（13％）の特記事項には、「介護の質が良けれ
ば受け入れられる。心は伝わる。日本人と一緒に
働いているから大丈夫。気持ちがあれば人種は関
係ない」等の意見があった。また、「理解されない」
と回答した 20 人（14％）の特記事項は、「生活習
慣の違いがある。言葉が通じない。日頃外国人と
接したことがない高齢者は受け入れがたい。戦争
体験がある高齢者はうけいれないと思う。」等の
記述があった。

 

 外国人介護職員との協働について（前川 有希子） 

図７　外国人職員に求める日本語能力

図８　四季を楽しむべきか

図９　日本人は外国語を学習するべきか

図10　業務外の食事や外出について

図11　利用者・家族の理解について
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10）家庭で行われた年中行事・行事食について
　（図12・13） 

外国人職員には、日本の年中行事や風習につい
ての理解が乏しいとされている。では、日本人介
護職員が、生活の一部として年中行事や季節の食
事を家庭に取り込んでいるかを質問した。その結
果を、図 12・13 にまとめた。総数 141 であるが、
年末年始に行われる行事「初詣（86 人）、年賀状
書き（104 人）、大掃除（105 人）」には回答数が
多かった。また、人間関係を構築する「バレンタ
インデー（87 人）・母の日（70 人）・父の日（71
人）・中元歳暮（51 人）」にも回答数があった。「ど
んど焼き（11 人）・花祭り（11 人）」であった。 

行事食については、年末年始に関する食事「お
せち料理（103 人）・雑煮（118 人）・年越しそば

（119 人）」に回答数が多かった。小正月に食する
「小豆粥（15 人）」や花祭りに飲む「甘茶（4 人）」
と少数であった。

 

６．考　察 

 先行研究より、外国人介護職員の日本語能力
や日本文化や習慣理解について日本人、インドネ
シア人介護福祉士候補生とも不安を抱いている
ことが把握できた。本調査では、日本人が外国人
と寄り添い理解しあうための行動を実行できる
か。日本人介護職員の外国語の学習、業務外にコ
ミュニケーションを図る等を質問した。あくまで
も静岡県内のわずか 4 施設 141 人の結果である
が、日本人は、介護現場に就労する外国人を自分
たちと同じような色に染め、同一化しようとして
いると感じ取れる。外国人介護職員の一番近くに
いて互いに触れ合う時間の多い日本人介護職員
からは、日本語能力について向上するための配慮
や、自らが外国語の習得に対して努力する姿勢を
身受けることができない。仕事を離れてコミュニ
ケーションをとることについても「思う」の回答
が 48％であった。外国語を学んだほうが良いと
思うとの回答も 44％であった。これらの結果よ
り、日本人介護職員から外国人に歩み寄りができ
にくい、外国人が日本語や日本文化を受容してい
くことを期待する受動的な態度であると推測す
る。太平洋戦時下において朝鮮や中国の人々に日
本語や氏を強要した過去と同じ道を進まないよ
う、介護現場では民族の違いを認め合う多文化共
生の理念を取り込みながら、介護職員としての資
質の向上が求められる。 

日本の年中行事は「感謝」・「祈る」ことである。
新しい年明けを太陽に感謝する「初日の出参り」、
家族の健康や世界の平和を祈る「初詣」、子ども
の成長を感謝して祈る「七五三」、子どもの誕生、
豊漁や豊作を祈る祭りが日本各地で行われ、祭り
にあった食べ物が用意される。年に 1 度 ｢ 祈る」
気持ちで参加することで、祭りがコミュニケーシ
ョンの場になっていた。調査結果から、年中行事
や行事食が介護職員の家庭でも実施されにくく
なったことがわかる。日本人の生活に年中行事や
季節行事食が取りこめられにくくなっているな
らば、介護職に従事する若者には、外国人と一
緒に日本文化を伝承する姿勢をもってはどうか。
日本食や季節感ある旬の食事を理解し、梅干しや
漬物など保存できる食材、おはぎ・ぼたもちなど
その季節に味わって欲しい食べ物などその地域・
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家庭独自の味を若年者に受け継いで欲しい。日本
人介護職員は、外国人に学習を進める以上に、自
分たちの言語や足元の文化や習慣を大切にする
べきである。そして、外国人職員と一緒に日本の
年中行事に参加し、その文化の意味することや、
季節の移り変わりを楽しんで欲しい。 

EPA のフィリピン人介護福祉士候補生を支援
する在日フィリピン人介護士協会の大石ペニャ
フランシア氏は『やってくるのは単なる「労働力」
ではなく、一人ひとりのフィリピン人という人間
です。中略 人種や国境を越え、介護が必要な日
本の高齢者のために、よりよいケアを提供して
いきたいと思います。』13 と言っている。確かに、
少子高齢社会にいる日本では、労働人口が減少し
ている。しかし、介護という職業の魅力ややりが
いを理解し、若者に周知できる介護現場にない現
状がある。福祉にかかわる資格を取得して、資格
を活かす現場に就職したいと思う大学生や専門
学校生が６割に留まるという調査結果 14 が明白
である。若者に勤労意欲を削ぐような介護現場で
は、いつまでも人材不足は解消できないであろ
う。そして、静岡県が推進する多文化共生社会も、
現在の介護現場において実現は困難であろうと
推測する。介護職員の意識改革が必要であろう。

「労働力が不足したならば門戸を広げ、不景気に
なったら解雇するという企業体質と同じような
自国民族中心的な移民政策では、未来を切り開く
多文化共生社会は築けない。」15 

 
７．まとめ 

 介護現場における多文化共生社会の実現に向
けて、外国人介護職員と日本人職員との協働を円
滑にする方法の１つとして日本人の日本語能力
を向上させることが重要と考える。日本語能力が
未熟な外国人介護職員だけでなく誰でもが聞き
取りやすく、理解しやすい共通日本語を使うこと
が望ましいと考える。介護職員のコミュニケーシ
ョンスキルとして、わかりやすい日本語を話せる
能力を身につけることができるならば、外国人介
護職員だけでなく高齢者・家族・職員間が円滑に
なるであろう。日本語を改めて学習するべきと新

たなる目標を見つけることができた。 
本調査を行うにあたり、多くの施設長はじめ介

護職員の皆様のご協力がありましたことを深く
感謝いたします。
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オープンソースが障害支援技術に果たす
役割と展望 

〜 長春大学特殊教育学院、長春大学科学研究所との研究協力に関する中間報告 〜 

太 田  晴 康
 

The Role of Open Source in Assisting Technology for the Disabled and its Future Outlook:
An Intermediate Report on the Joint Research with the Special Education College of Changchun

University and the Scientific Research Department of Changchun University  

Haruyasu Ota

要　旨
オープンソース（open source）はアプリケーションソフトウェア（以下，ソフトウェア）の設計

図ともいえるソースコード（sorce code）を独占せず公開するという考え方を意味する．公開とい
う手段にとどまらず，そのソフトウェアを再配布してもよいし，第三者による変更を認めるという
点で従来の商用ソフトウェアはもちろん，無償で入手可能ないわゆるフリーソフトウェアとも一線
を画す．筆者は 2010 年 9 月 2 ～ 4 日の 3 日間，長春大学特殊教育学院（Special Education College 
of Changchung University）と長春大学科学研究所（Scientific Research Department of Changchun 
University）を訪問した．目的は科研費研究「日中韓の高等教育機関における障害学生『情報コミュニ
ケーション』支援システムの構築」の一環として，オープンソースに基づく研究協力に関する協議及
び情報交換にある．本稿では，長春大学特殊教育学院の障害学生支援の現状について報告するととも
に，障害支援におけるオープンソースの意義について若干の考察を加える．

Abstract: Source code is the blueprint of a software application. "Open source" is the concept of 
making source code public, or "open," rather than exclusive, or "closed." But open source is not just 
a means of publication: open-source software can also be redistributed, and third parties are allowed 
to modify it. These points distinguish open-source software from conventional commercial software, 
as well as from "free software," which can be obtained free of charge. The author visited the Special 
Education College of Changchun University and Scientific Research Department of Changchun 
University for three days, from September 2nd to 4th, 2010. The purpose of this visit was to 
exchange information on research collaboration based on open source, as part of the publicly funded 
research project "Building a System to Assist Information and Communications for Disabled Students 
at Educational Institutions in Japan, China, and Korea." This paper reports on the current state of 
support for disabled students at the Special Education College of Changchun University, and offers a 
few observations on the significance of open source for disability support. 

Key Word : 障害学生 中国 ノートテイク オープンソース 要約筆記
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１．中華人民共和国における障害者と
　　長春大学特殊教育学院の位置づけ 

2006 年に実施された全国調査によれば，中華
人民共和国における障害者数は 8296 万人，人口
比にして 6.38％である１．障害の定義，認定等は
国により異なるため，単純な国際比較はできな
いが，参考までに我が国の障害者数は 744 万人，

人口比は 5.83
％ で あ る ２．
中華人民共和
国の障害者の
内訳は肢体不
自 由 が 2412
万人ともっと
も多く，聴覚
障 害 2004 万

人，重複障害 1352 万人，視覚障害 1233 万人と
続く．また，藤村（2008）によれば，同国にお
ける 15 歳から 59 歳の障害者のうち，約 75％は
農村部に住み，60 歳以上の障害者が全体の 52.8
％を占める．農村部における障害者の就業率は
57％に達しているほか，都市部では 35％が就業
する．その背景には就業せざるをえない経済的
社会的状況がある３．

一方，障害のある学生を対象とする高等教育
機関が誕生したのは 1987 年のことである．同年，
中華人民共和国の東北，吉林省長春市に位置す
る長春大学（写真 1）の一学部として特殊教育
学院（Special Education College of Changchung 
University）が設立された．中国障害者連合会の
統計によれば，2010 年 9 月現在，障害者を募集
する大学レベルの高等特殊教育学院は，長春大
学特殊教育学院を含めて計 14 校が存在し，毎年
計約 1000 名の障害学生を募集しているほか，現
在，約 2600名の障害学生が障害に配慮した教育
環境のなかで学んでいる．なお，総合大学の中

に障害学生を対象とする学部を設置する高等教
育機関は，長春大学特殊教育学院のほか，天津理
工大学聾者工学院，北京連合大学特殊教育学院，
重慶師範大学特殊教育学院などがよく知られる．
一般の高等学院・大学に入学した障害者と，高等
特殊教育学院に入学した障害者の年次推移（表 1）
はいずれも増加傾向にある（中国障害者事業発展
統計公報 2010）． 

全国の特殊教育機関の草分け的存在である長
春大学特殊教育学院は，吉林省と中国障害者連
合会の協力により設立された．市区人口 358 万
人，都市圏人口 750 万人の長春市は，27 校の高
等教育機関，中国科学院長春分院を含む 100 余の
重点科学研究機構が集まる研究学園都市である．
また，17 学部（学院）46 専攻コースが設置され，
1 万 4717 人が学ぶ長春大学は，同市を代表する
総合大学の一つとして知られる．長春特殊教育学
院の開設に尽力したのは，全盲の著名な二胡奏
者・甘柏林である．甘の理念に賛同し，全面的に
協力した人物は文化大革命時に脊髄損傷を負い，
下半身麻痺を余儀なくされた中国障害連合会名
誉代表の鄧樸方４（政治家・鄧小平の実子）であ
った．両者のチームワークが中国で最初の障害者
のための高等教育機関を誕生させた．同学院は聴
覚障害学生と視覚障害学生を積極的に受け入れ
る高等教育機関として 23 年間にわたり，専門知
識と専門技術を有する若者たちを社会に送り出
してきた．なお現在の長春大学特殊教育学院は 7
学科を設置する．入学定員は 248 名（表 2）であり，
障害のない学生も特殊教育の分野で学んでいる． 

現在の在籍学生数は健常学生 148 名，聴覚障害
学生 457 名，視覚障害学生 300 名であり，聴覚障
害学生のうち 200 名がろう（deaf），視覚障害学
生の 120 名が全盲（blind）である．定員充足に
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至っていないが，魯毅光院長によれば，試験で一
定の基準に達しない学生には入学を認めていな
いほか，他大学と併願する学生がいることも影響
しているという説明であった．卒業後の就職は視
覚障害学生の一部を除き，決して容易ではない．
針灸学科の卒業生は全員，同分野の専門職として
活躍しているが，音楽パフォーマンス学科卒業生
の就職率は 55％と低迷している．聴覚障害につ
いていえば，アニメーション学科卒業生は 70％，
絵画（油絵）学科卒業生は 70％，絵画（中国画）
卒業生は 60％，芸術デザイン学科卒業生は 60％
にとどまる．長春大学全体の就職率が 91.7％だけ
に，障害学生の就職率の低さが目立っている． 

さらに，専門的能力を鍼灸，芸術分野で生かす
のではなく一般企業に就職した障害者は，支援す
る環境が整っていないことから厳しい状況下に
おかれているという．そこで同学院では，困難な
状況下においても自ら切り開く，解決する能力の
涵養を重視しているとのことであった．実際，学
生たちとの情報交換の場においても，一般の企業
で働く上で障害者側に欠かせない工夫が話題と
なった．同学院のろう学生から日本の難聴学生に
対し，卒業後，手話を知らない社員や従業員のな
かでどのようなコミュニケーション手段を期待

あるいは工夫するのかという質問があった．それ
に対し，静岡福祉大学の難聴学生から，常に手話
通訳の派遣を活用できるとは限らないため，就職
先では同僚に筆談を依頼するなどの自助努力が欠
かせないだろうといった発言があり，特殊教育学
院の学生たちがうなずいていた様子が印象的であ
った．また，キャンパス内では弱視学生が全盲学
生を手引きする光景も目にした． 

障害学生に対する支援は，聴覚障害学生への講
義のほとんどが教員自身の手話により実施されて
いることからも分かるように十分に配慮されてい
る．また，時には隣に座った友人がノートに筆記
して支援することもある．視覚障害学生に対する
学習支援機器としては，我が国と同様，IT 技術
を活用する．点訳ソフトウェアと画面読み上げソ
フトウェアをインストールしたコンピュータ，点
字ディスプレー
や点字タイプラ
イ タ ー 等， 支 援
機器を整備した
専用室（写真 2）
が学院内に設置
さ れ， 授 業 の な
かでは針灸治療
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に必要な専門技術を習得
するための人体模型（写真
3），マッサージにおける負
荷を測定する機器等をと
り入れている．また，同学
院書記であり吉林省障害
者連合会副主席でもある
王愛国氏によれば，障害の
種別ごとに配慮した支援
環境を整えているとのこ
とである（表 3）．

長春大学には長春大学科学研究所（Scientific 
Research Department of Changchun University）
が併設されている．同研究所では行政との連携に
よる研究開発のほか，視覚・聴覚・肢体不自由の
障害者を対象とする機器の開発，障害者のリハビ
リテーションに関わる研究を行っている．今回の
訪問では，ＩＴ技術を活用した障害学生支援とい
う研究テーマから長春大学特殊教育学院と同研
究所，そして本学という三者の連携が実現した．
また，3 日間の滞在を通じ，科研費研究「日中韓
の高等教育機関における障害学生『情報コミュニ
ケーション』支援システムの構築」（基盤研究（B）
18653054）に対する協力関係についても合意に至
った．具体的には，障害学生支援の仕組みを支え
るアプリケーションソフトウェア「まあちゃん」

（Machan）をもとに，新たな支援ソフトウェア
を開発し，両教育機関に在籍する障害学生の支援
に役立たせるという方向性を確認した．なお筆者
が提案した具体的な協力内容は次の通りである．

（1）関係者（研究代表者及び研究協力者，長春大
学特殊教育学院，長春大学科学研究所所属の
教職員で本研究に関係する者）は，研究目的
の達成のためにアプリケーションソフトウ
ェア ｢ まあちゃん ｣（Machan）のオープン
ソース化された「設計図」をもとに，中国及
び日本の障害学生支援のためにバージョン
アップしたアプリケーションソフトウェア
を開発する． 

（2）バージョンアップしたアプリケーションソ
フトウェアの名称は，「まあちゃん V3.n」

（Machan Version3.n）とし，関係者の連携
により作成したサイトにその「設計図」をア

ップロードする． 
（3）アップロードしたアプリケーションソフトウェ

ア「まあちゃん V3.n」（Machan Version3.n）
に関し障害支援という活用目的に沿った第
三者による開発と配付を許可する． 

（4）「まあちゃん V3.n」（Machan Version3.n）版
の著作権に関し，これを独占的なプログラ
ムとせず，GNU GPL(General Public License
＝一般公衆利用許諾契約書 ) に従う． 

（5）本研究の一環として，アプリケーションソフ
トウェア及び障害支援に関する情報交換を
目的とし，研究代表者は長春大学特殊教育学
院及び長春大学科学研究所の関係者 5 名を静
岡福祉大学に招聘する． 

 
上記の内容に沿って関係者が連携し，今年度中

に計画を具体化する予定である． 

２．オープンソースが障害支援に果たす
　　役割と期待 

視覚障害を対象とする点訳ソフトウェア，画面
拡大表示機能等をはじめとして，障害学生の情報
バリアフリーにＩＴ技術が果たす役割は小さく
ない．本研究では，障害学生を利用対象とするノ
ートテイク支援用アプリケーションソフトウェ
ア「まあちゃん」（Machan）を活用し，支援シ
ステムを構築することを柱の一つとし，ソフト
ウェアの設計図ともいえるソースコード（source 
code，以下「設計図」と表記）を公開し，第三
者による再配布，改良等を認める考え方「オープ
ンソース」（open source）５に基づく研究開発をめ
ざす．

ところでノートテイクとは教員の発する情報
を学生がノートに書き留める行為だが近年我が
国では，高等教育機関に進学する障害学生を支援
する方法として位置づけられている．その利用者
は聴覚障害学生にとどまらない．弱視の学生や上
肢障害の学生を対象に板書を筆写する，学習障害
の学生に要点を書いて伝えるといった役割も果
たしている６．公的なサービスである要約筆記派
遣制度を活用した支援も行われている．本論では
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障害支援の方法としてのノートテイクを次のよ
うに定義する． 

ノートテイク（notetaking）とは，教育
機関において，教育の目標に到達する機会
をすべての生徒および学生に対し保障する
合理的な配慮（reasonable accommodation）
の一つであり，障害のあるなしにかかわら
ず，すべての生徒および学生の学習ニーズ
を公平に充足する方法の一つであり，聴覚
に障害のある生徒および学生を主な対象と
し，授業の場で発信された音声情報を文字
情報等に変換してサービスの利用者に伝達
するところの，教育機関における情報アク
セス権を保障する個別の対人サービスの一
つである．

また「身体的，精神的かつまた社会的に最も適
した機能水準の達成を可能にすることによって，
各個人が自らの人生を変革していくための手段
を提供していくこと」を目指す（国連 1982）７とい
う点で，教育分野におけるリハビリテーション
としての機能も果たす．「まあちゃん」（Machan）
はノートテイカー（ノートテイクの担い手，入力
者）と，情報の利用者である障害学生の双方のパ
ソコンにインストールして使用する．ノートテイ
カーは教員の声をキーボード等を通じて入力し，
LAN 接続した障害学生のノートパソコンに文字
情報の形で伝える．また，同ソフトウェアは点字
ディスプレーへの送出機能や，画面読み上げソフ
トウェアと組み合わせて文字情報を音声化し，視
覚障害学生等に適切な情報を伝達する等の機能
を有する８．こうした IT 技術を活用した活動で
はすでに多くのフリーソフト（free software）が
開発され，活用されているが「設計図」は公開さ
れていない場合が多い．他のソフトウェアと組み
合わせる，あるいは使い勝手を良くするために改
変するといった行為は認められず，コードはブラ
ックボックス化されている．そうしたなかで，障
害支援を目的とするソフトウェアに，オープンソ
ースの枠組みが有効と考える理由は次の 5 点にあ
る．

まず，障害状況は十人十色といわれるだけに，
支援においては個別の配慮が欠かせない．一方，

サービスとは原理的に，統計的に抽出したニーズ
の最大公約数に対し，ある程度は限定的かつ固定
的な仕組みとならざるをえない．ＩＴ技術を活用
したサービスは開発に時間と労力を要するだけ
に，利用者一人ひとりの要望に応えるソフトウェ
アの改良は容易ではない．そこで利用者側の評価
を迅速に反映し，サービスの改良に活かすフィー
ドバック機能が欠かせないが，オープンソースに
よって，不特定多数の第三者が多くの個別的なニ
ーズを反映した改良を担う可能性が高まる．よく
知られるスローガン「nothing about us, without us

（私たち抜きで私たちのことを決めるな）」とは，
障害者が政策決定のプロセスに加わるだけでな
く，すべての障害者がそのニーズの適切な充足を
めざす目的で，サービス供給のプロセスに参加す
る仕組みの保障を含むと考えたい．個別性重視の
視点に基づく活動で使用するソフトウェアには，

「設計図」を公開し，個々の要望に応じて使い勝
手のよい形に第三者が改変することを認めるオ
ープンソースの考え方がふさわしいといえるだ
ろう． 

2 点目に，アプリケーションソフトウェアの中
枢部分をブラックボックス化した場合，たとえ
フリーソフトウェアであっても開発者（支援者）
と利用者（障害者）との関係にパターナリズム９

が入り込みやすい．ソフトウェアがブラックボッ
クス化され，特定の人物のみに改良と配付の権利
が付与されていると仮定しよう．その人物は「ソ
フトウェアの役割は障害支援という公益にある」
と公言している．しかし現実に私的な都合により
ソフトウェアの改良が停滞した場合，状況そのも
のがパターナリスティックな状況への転化を招
きやすい．改変の可否を含む権限が開発者側にあ
るゆえに，結果として利用者に制限を加える片務
的な関係が成立せざるをえない．そうした隘路的
な状況を特定の個人が金銭的対価により解決し
たいと申し出ても，おそらく開発者は公益という
名の下に拒否するであろう．脱パターナリズムの
視点からもオープンソース化は有効である． 

ところで，市販されているソフトウェアの多
くは「設計図」を公開しないだけではなく，複
製，配付を禁じている．なかにはインストール可
能なパソコンを限定し，2 台目にインストールす
る場合は 1 台目から完全に取り除くことを定め
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ている製品もある．市販ソフトウェアが著作権
（copyright）により保護されていることはいうま
でもない．それに対し，オープンソースソフトウ
ェアでは，「設計図」を入手した第三者がそれを
改変して新たなソフトウェアを作ったり，独自の
ソフトウェアと組み合わせる道も用意されてい
る．この場合，新たに誕生したソフトウェアの「設
計図」を元の「設計図」同様，公開することを条
件とするオープンソースソフトウェアと，公開し
なくてもよいとするものの 2 通りに分類できる．
前者の条件を「コピーレフト」（copyleft）と呼ぶ．
後者の場合は，オープンソースをもとに，オープ
ンではないブラックボックス化したクローズド
なソフトウェアの制作を認めるということにな
る．要するに後者の場合，企業が自社製品にオー
プンソフトウェアを組み込み販売する道が開け
るわけである． 

 3 点目に，国境を越えたプラットホーム（複
数の上部構造を有する仕組みにおける共通基盤）
化への期待である．障害状況の個別性のみならず
情報コミュニケーション支援というきわめて特
定の言語体系に依存した仕組みは，オープンソー
ス化により柔軟な枠組みを用意することでさら
に効力を発揮する．日本語体系に基づく文字情報
の入力と送受信においては仮名漢字変換ソフト
ウェアが必須だが，英語体系では必ずしも要求さ
れない．さらにはペルシャ語やウルドゥ語など右
から左へ記述する言語への対応など，多様な支援
環境への対応という点においてもプラットホー
ムの視点は欠かせない． 

 4 点目に社会資源として支援技術を位置づけ
るといった発想の有効性である．障害の有無にか
かわらず，誰もがいつでもどこでも社会参加を果
たすための支援技術に関して，特定の開発者ある
いは企業の裁量に任せることのメリットとデメ
リットを社会資源の視点から冷静に比較検討す
べきであろう．オープンソースはソースの独占を
禁ずるが，著作権を否定するわけではなく，また，
フリーソフトや民間企業の役割を否定するもの
でもない．ブラックボックス化によりベンダーロ
ックイン（引用者注：メーカーや販売代理店が所
有する独自技術への依存）が生じ，公平性と公益
性が損なわれる可能性に対して注意を喚起する
のである． 

5 点目に，公益的な活動を担う組織にとり，オ
ープンソースの分野における事業化が期待でき
る．ＮＰＯやＮＧＯといった組織は必ずしも報酬
や対価が禁じられているわけではない．オープン
ソースソフトウェアは，再配付にあたって手数料
を徴収することはもちろん，販売することも認め
られている（後述）．そのソフトウェアの開発目
的が障害支援にあるとき，メンテナンスをＮＰＯ
法人が事業化し，収益を上げるという形態もあり
うる．オープンソースソフトウェアは「設計図」
が開放されているだけではなく，動作保証がな
く，その利用により発生した不都合について責任
を負うことがない．それだけに，支援組織・支援
コミュニティ等が，開発者と利用者の間に介在す
ることにより，さらに使い勝手のよいプログラム
として機能させる道が開ける．「設計図」が開放
されていないフリーソフトウェアと比較し，多く
の専門家の介在は，オープンソースソフトウェア
の信頼性の向上にもつながる．開発者一人が改
良・改善・メンテナンスを引き受ける必要はない．

「目玉の数さえ十分あれば，どんなバグ（引用者
注：プログラム上の欠陥）でも深刻ではない」（レ
イモンド Raymond2010）のである．

３．ライセンスが示す開かれた公益性と
　　公平性 

ディボナ（DiBona1999）によれば，「科学的探
求は情報を秘密にしないオープンソースの考え
方そのものである．」その理由は発見のプロセス，
その再現性の確保のために基本情報は広く公開
され共有されねばならないからである．問題はソ
フトウェアの「設計図」が公開された場合，企業
が商用目的のために独占的に利用する，いわば囲
い込みをはかろうとする点にあり，そこでスト
ールマン（Stallman1999）は対抗措置としてユー
ザ第一主義を前提とする「GNU ゼネラル・パブ
リック・ライセンス（GNU 一般公有使用許諾書，
略称 GPL）」という考え方を提案した．ライセン
スの冒頭では次のような権利関係が明示される．

 
私たちがフリーソフトウェアと言うとき，



101

それは利用の自由について言及しているの
であって，価格は問題にしていません．私
たちの一般公衆利用許諾契約書は，あなた
がフリーソフトウェアの複製物を頒布する
自由を保証するよう設計されています（希
望に応じてその種のサービスに手数料を課
す自由も保証されます）．また，あなたがソ
ースコードを受け取るか，あるいは望めば
それを入手することが可能であるというこ
と，あなたがソフトウェアを変更し，その
一部を新たなフリーのプログラムで利用で
きるということ，そして，以上で述べたよ
うなことができるということがあなたに知
らされるということも保証されます．10 

ここで重要な点はソフトウェアメーカー側と
ユーザ側の前提・立脚点の違いを明らかにしてい
る点である．ストールマン（Stallman1999）によ
れば，メーカーは自分たちにソフトウェアを所有
する当然の権利があり，その点で利用者を支配で
きると考える．2 つ目に，ソフトウェアを使う人
がどんな社会に暮らすかを気にすることもない，
単にソフトウェアを使って何ができるかを重視
しても構わない立場にたつ．生活者としての視点
は必ずしもメーカーには必要とされない．こうし
たメーカー側の論理は，少なくともユーザがごく
自然に所有する倫理観とは見方において異なる
とストールマンは説く． 

問題の要点は，どちらが正しいかといった規範
的な判断を下すことにあるのではない．客観的に
見て時代の要請に基づく新しい発想を障害支援
技術という文脈のなかに合理的に位置づけるア
プローチが存在するという点である．ともすれば
その課題や要望が潜在化しやすい利用者にとっ
て，支援技術におけるオープンソースの立場は，
前述した「nothing about us, without us（私たち
抜きで私たちのことを決めるな）」に近い立場と
思われる．商用ソフトウェアとは一線を画すフリ
ーソフトウェアにしても，開発者が自らの時間を
割き，趣味として制作し，無償で提供することに
何の問題もない．しかし，IT 技術を活用した障
害支援という枠組みにおいて，設計図を公開し，
支援のネットワークのなかで有機的に，いわばバ
ザール（市場）11 の活気を支援に取り込む方法が

あり，かつ，きわめて有効ではないかということ
である．また厳密にいえば，フリーソフトウェア
はただで手に入るプログラムではない．仮にその
フリーソフトウェアがウィンドウズ上で動くプ
ログラムであれば，ウィンドウズを購入する時点
で対価を支払っているのである．要するにフリー

（無料）ではない．あるいは将来，マイクロソフ
ト社がバージョンアップした際，アップ前のフリ
ーソフトが動き続けるという保障はない．フリー
ソフトウェアはベンダーロックインからはフリ
ー（自由）たりえない．一方，オープンソースソ
フトウェアは「設計図」を公開しているゆえに，
第三者が介入することにより機種依存からの回
避が期待できる．オープンソースとはいわば世界
中の叡智に向けたメッセージともいえる．

日本政府は 2007 年 3 月，各府省情報化統括責
任者連絡会議において，「情報システムに係る政
府調達の基本指針」を決定した．そのなかで，事
業者独自の技術使用に基づく情報システムの構
築という従来の流れを転換し，「情報システムに
おける業務処理や技術使用のブラックボックス
化のリスクを極力排除し，いわゆるベンダーロ
ックインを招くような調達を回避する」と記す．
例えば OS にしてもマイクロソフト社の独占的プ
ログラムであるウィンドウズを標準とするので
はなく，国際規格・日本工業規格等のオープンな
標準に基づく道を推奨するということである．こ
の決定を受け，経済産業省は 2007 年 6 月に，「情
報システムに係る相互運用性フレームワーク」を
発表した．その目的は，オープン化，すなわち調
達及び保守・運用におけるベンダー独自技術への
依存を極力小さくし，調達及び保守・運用サービ
スに参入可能な業者数を増やすことが望ましい
というものである．具体例として，日本語入力シ
ステムを採用する場合，変換機能及び変換操作に
使用するキーのマッピング（割り当て）をカスタ
マイズ（変更）する機能を持つことを要件とした．
こうした官の領域で求められる公平性の遵守は，
その仕組みが社会的に影響力を及ぼすゆえの前
提条件であり，民の領域においても独自の仕組
みが公的な役割を担う場合には考慮されるべき
であろう．このことは物理的な環境整備の分野に
おけるバリアフリー，ユニバーサルデザインの発
想にも共通する．教育分野においても例外ではな

 オープンソースが障害支援技術に果たす役割と展望（太田晴康） 
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い．情報リテラシー教育において我々はしばし
ば，「今の時代，ワード，エクセルが使えるのは
当たり前」と考えがちだが，これは単に同製品が
広く使われているという事実の追認に過ぎず，同
製品しか使うことができない環境を推奨し容認
するわけではない．情報を使いこなす力，批判的
に情報を評価し管理できる能力の涵養といった
観点からいえば，むしろ「設計図」が開放されて
いるソフトウェアを採用することのメリットは
計り知れない．コンピュータ教育の観点からも，
ソフトウェア・ハードウェアを扱う生徒・学生に，
仕組みが「見える」環境を用意することは意味を
持つ．特定のメーカー製品が高いシェアを占めて
いるという現実は，「情報システムに係る政府調
達の基本指針」で明らかなように，教育分野にお
いてその製品を推奨する理由にはならない．

４．ロングテールの発想と障害支援の関係 

アンダーソン（Anderson2006）は，現代の消
費者が従来のようなマスを対象とする市場では
なく，むしろ選択肢のもっとも多い無数のニッチ
市場（＝隙間市場）に引きつけられているとい
う傾向と，インターネットを通じた新たなマー
ケティングの可能性を分析した上で次のように
主張する．マスを対象とする経済，すなわち「ヒ
ット主導型の経済は，すべての人にすべてのもの
を提供する余裕がない時代の申し子」にすぎず，
現代のように希少性を重視する世界，「インター
ネットの流通と小売りによって，潤沢の世界」が
実現する世界，たとえばネットフリックス，アマ
ゾン，ラプソディといったネット小売業において
は，「店舗型小売業者が置かない商品の販売で総

収入のおよそ四分の一から二分の一近く」（アン
ダーソン Anderson2006：45）を得ることに成功
している事実を明らかにした 12．販売量がたとえ
数個の商品であっても，商品群としてみればその
総量は決して少量ではない．これを言い換えれば
要するに，大量生産大量消費型の販売形態に対
するアンチテーゼとして，少量生産少量消費 ×n
型があり得るということであろう．

アンダーソンによれば，音楽配信サービス事業
者の一つ，ラプソディにおける作品ごとのダウン
ロード数（購入数）を縦軸に，その作品タイトル
を人気（ランキング）順に横軸に並べると，グラ
フは独特の曲線を描く（図 1）．ベストセラーを
はじめとするランキング上位作品のダウンロー
ド数が多いのは当然だが，ダウンロード数の少な
いランキング下位作品の曲線は降下するものの，
なかなかゼロにはならない．統計学でいうとこ
ろのロングテールド・ディストリビューション

（"long-tailed" distributions ＝裾の長い分布）の形
が現れる．町のレコードショップの店頭に並ぶ
CD は在庫スペースの物理的限界から，領域 A（ヘ
ッド＝頭）の作品にとどまる．しかしインターネ
ット市場では，曲ごとに電子データの形で在庫が
可能であり，ダウンロード数がわずか数回といっ
た少数の聴き手に支持されるミュージシャンの
作品群もサーバー上に置くことができる．したが
って，一人でもファンがいる限り，領域 B（テー
ル＝尾）はその名称通り，どこまでも先に伸びて
いくのである． 

こうした考え方は，きめ細かさが求められる障
害支援の場において，多様なサービスメニューの
提供と選択性の確保の観点からも有効であろう．
サービスを提供する側の原理と，そのサービス
を利用する側の原理の相違について前述したが，
支援を求める 1 人ひとりの利用者に対して高い満

足度を保障するサー
ビスとは，マスを対
象としたサービスで
はなく，すなわち領
域 A ではなく，希少
性を重視した「潤沢
の世界」，すなわち領
域 B に位置づけられ
ることにより，さら
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に効果を発揮すると思われる．こうした考え方
は，サービス供給者を公と民に分類する枠組みと
は異なる．民間会社あるいはボランティアが開
発したフリーソフトウェアを活用し，ボランテ
ィアが情報バリアフリーを支えるといった状況
下であっても，その支援の仕組みがマスを対象
とした格率にしたがう限り，領域 A である限り，
個別の満足度において限界が生じざるをえない．
サービスメニューが限定されるからである．ノー
トテイクを例にとれば，利用者が求める適切な情
報量は，必ずしも多くの文字情報とは限らない．
なかには的確に要約された文字情報を要求する
人もいる．表示された文字の適切な大きさ，字
体，色についてもまた利用者の選択は様々であろ
う．それらの要望のすべてを供給方法において一
つの仕組みにより満たすことは困難であり，また
サービスメニューを領域 A の世界にとどめる限
り，多様な利用者に我慢を強いることにもつなが
りかねない．また領域 B が拡張することにより，
供給される総量としては領域 A と同量，あるい
は凌駕する可能性もある．それだけにロングテー
ルの考え方は，パック化されたサービス供給体制
の再構成・再編成をめざすという点でオープンソ
ースの発想と親和性をもつ．障害のある人が自ら
の意思により，思いのままに快適空間を築こうと
するごく自然な欲求に応える仕組みがロングテ
ールであり，オープンソースといえるだろう． 

障害学生支援ソフトウェア「まあちゃん」
（Machan）のダウンロード，アップロードを実現
するサイトは，新たな発想の枠組みに基づく障害
支援という役割を担うことになる．そこではソー
スコードの公開のみならず，障害のある人々の声
が寄せられ，その要望に応える技術者が手を上げ，
個別の欲求・需要・課題に応じた支援ソフトウェ
アが誕生するといった循環的な形により，障害支
援を充実させる方向が期待されるであろう．サイ
トはまさに希少性と潤沢の世界の実現を目指す，
いわば IT 技術による障害支援に欠かせないサポ
ート市場，サービス供給バザールなのである．

謝　辞： 
アプリケーションソフトウェア「まあちゃん」

（Machan）の名称を決めるにあたり、本ソフト
ウェアをはじめとする IT 技術を活用した支援の

広がりを誰よりも願っていた故西川昌代さんの
愛称を使わせていただいた．快くご許可いただい
たお父上である西川重毅氏に感謝申し上げる．同
ソフトウェアの設計開発を担当し，オープンソー
ス化に賛同された櫻井文彦氏，Ｃ言語への翻訳を
快く引き受けられた森直之氏にも感謝申し上げ
る．筆者はいわば名付け親，櫻井氏は生みの親，
森氏は育ての親といってもよいであろう．また，
小生の相談に応じ，日中のパイプ役として尽力さ
れた筑波技術大学の白澤麻弓准教授，長春大学特
殊教育学院をご紹介いただいた筑波技術大学の
張晴原教授，同学院の実質的な架け橋として尽力
された鮑国東教授にも心から感謝申し上げる． 

 
本研究は科研費（基盤研究（Ｂ）18653054）の

助成を受けたものである． 
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（18653054）．

注 

１　2006 年 4 月 1 日現在．内訳は視力障害（1233 万人），
聴力障害（2004 万人），言語障害（127 万人），肢体障
害（2412 万人），知的障害（554 万人），精神障害（614
万人），重複障害（1352 万人）である（中華人民共和
国 2006）．いずれも長春大学特殊教育学院における魯
毅光院長の報告による． 

２　我が国の障害者数は基礎調査等の合計である（厚生労
働省 2005a，2005b，2006，2008）．人口比は平成 20
年 10 月 1 日現在の総人口 1 億 2769 万 2 千人をもとに
算出した． 

３　藤村（2008）によれば，農村部に障害者が多く，また
働かざるをえない背景には都市と農村の所得格差があ
る．障害者が求めるサービス，制度としてもっとも声
が多いのは医療サービスであり貧困手当が続く． 

４　北京大学在学中に文化大革命に巻き込まれた鄧樸方
は，紅衛兵の取り調べ中，4 階建てのビルの窓から転
落し，脊髄損傷のために下半身が麻痺した．1988 年，
中国身体障害者連合会の設立に尽力し，現在は同連合
会主席である．2003 年，身体障害者の権利保護に関す
る業績から国連人権賞を受賞したほか，2005 年には北
京で開催された国際パラリンピック委員会において「パ
ラリンピック・オーダー」を授与された（ウィキペディ
ア 2010）． 

５　オープンソースの定義は，オープンソースイニシアテ
ィブ（Open Source Initiative）による 10 条項に基づく
定義「OSD」が基本となっている（The Open Source 
Difinition1998）．邦訳は日本におけるオープンソース
の管理組織「オープンソースジャパン（Open Source 
Japan）」を参照のこと．以下，10 条項に関し，八田訳
をもとに補筆したが，加知（2008：53）を参考にした．
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（1）ソフトウェアの再配布（無料，有料）を認める． 
（2）ソフトウェアの「設計図」にあたるソースコード

の配付を認める． 
（3）ソースコードの改変を認める． 
（4）元のソースコードを改変，あるいは修正プログラ

ムを作成した場合，それらの配付を認めるが，変
更されたことを明確にする等，元の開発者のソー
スコードの完全性（独立性）を確保することを認
める． 

（5）ソフトウェアの利用にあたり特定の個人やグルー
プを差別しない． 

（6）特定の分野の利用を差別しない．たとえば平和利
用，軍事利用を問わず許諾するということである． 

（7）再配布に際し，追加項目（ライセンス）を設けて
はならない．

（8）ソフトウェアの利用に関し，たとえば「市販の製
品等，特定の製品を利用する場合に限り，ライセ
ンスを認める」等，条件を設けてはならない． 

（9）他のソフトウェアと共に配付する場合，そのソフ
トウェアに対し制限を設けてはならない． 

（10）ソフトウェアの条件として，ウィンドウズ仕様に
限定する等，特定の技術に依存するものであって
はならない． 

６　米高等教育機関では，聴覚障害のみならず，学習障
害，集中力に欠ける学生に対してもノートテイクが有
効として障害学生支援サービスに位置づける．ただし，
その場合の筆記内容は，要点のみ記述する等，聴覚障
害学生を対象とする場合とは内容，方法において異な
る（太田 2006：80）． 

７　リハビリテーションとは，医療的側面にとどまらず，
精神的・社会的な意味においても，最適な機能水準に
達することを目標とする（国連 1982）．その実現にお
いては当事者による評価が欠かせない．ノートテイク
においても，サービス利用者の視点による技術評価を
フィードバックする仕組みが必要であることはいうま
でもない． 

８　ビデオ等の媒体を補助教材として使用するとき，視覚
障害学生に対し映像の内容を解説する必要が生じるこ
とがある．「まあちゃん」（Machan）では，ノートテイ
カーが入力した解説文を画面読み上げソフトウェアと
組み合わせ，視覚障害学生が「副音声」として活用す
るといった状況を想定し，この機能を付与した． 

９　通常，父権主義，温情主義と訳されるパターリズムは，
本人の自由意思への干渉・強制的な介入が，本人に利
益をもたらすという理由により実行される状況を指す．
しかし，煙草の宣伝を制限することと喫煙者の健康を
守ることに見られるように，介入される者と利益を得
る者が一致しない場合や，介入される側の判断能力の
有無によっていくつかのカテゴリーに分類される（江
﨑 2010：65−67）．本論ではソフトウェアの利用者と，
専門的能力において利用者を凌駕する開発者との関係
において，前者の選択的な判断が制限され，かつ自己
決定が侵害されるといった状況を想定する． 

10　GPL は開発者が自由に使用可能なライセンスである．
同ライセンスの末尾部分に，「あなたが新しいプログ
ラムを開発したとして，公衆によってそれが利用され
る可能性を最大にしたいなら，そのプログラムをこの
契約書の条項に従って誰でも再頒布あるいは変更でき
るようフリーソフトウェアにするのが最善です」と明
記されている（GNU 一般公衆利用許諾契約書 2002）． 

11　レイモンド（Raymond2010）によれば，伽藍建築方式
とは荘厳な大聖堂を建てるときのような中央集権的な
仕事のスタイルである．それに対してバザール（市場）
方式はその名の通り，騒がしい市場のように多くの熱
心かつ自発的な参加者によるプロジェクトである．「個
人のビジョンと才能を出発点としつつも，それをボラ
ンタリーな利害や興味コミュニティの構築によって増
幅する人々」（レイモンド Raymond 2010：55）によっ
て最先端のソフトウェアが作られるプロセスを指す．

12　アンダーソン（Anderson2006）は，ケビン・ローズ
（Rose, Kevin）の言葉を引用し，「最大の金は最小の
販売にあり」という傾向こそがロングテール市場を特
徴づけていると分析する．「すべての産業が無限の種
類の顧客を持っている」ゆえに，「顧客を一人一人の
個人として扱うことができる」のである．また考え方
として，「ヘッドでは営利が優先される．高くつくが
影響力は強い大衆市場の流通経路によって，商品から
利益が生まれる」のに対し，テールでは利益はしばし
ば二の次とされ，「創造の目的は自己表現，楽しみ，
実験などさまざま」である．しかし結果として，ロン
グテールとは，「アイディアが生まれて発展し，それ
から営利形式をとっていく，創造の坩堝と化す」（ア
ンダーソンAnderson 2006：131，414）世界であると
予測する．
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２０１０年
研究活動報告

2010 年 1 月 1 日〜 12 月

※本紀要に発表された論文は掲載されていない
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福祉心理学科

教授　小 田 部 雄 次

単行本
　単著　『皇室と静岡』静新新書　2010 年 9 月
　単著　『昭憲皇太后・貞明皇后』ミネルヴァ書房　2010 年 11 月
　単著　『天皇と宮家』新人物往来社　2010 年 12 月
論　文
　単著　「『神々の乱心』と「奥」の世界」（北九州市松本清張記念館『松本清張研究』
　　　　  第 11 号　2010 年 3 月）
　単著　「戦後天皇制とは何か　近代皇室と静岡地域との関係を中心に」
　　　   （静岡近代史研究会『静岡県近代史研究』第 35 号　2010 年 10 月）

教授　山 城 厚 生

その他
　共著　『スクールソーシャルワーク（ＳＳＷ）実践報告：拠点校工における間接支援の実際
　　　   （島田氏の場合）』　第 9 回　日本精神保健福祉学会報告集　2010 年 9 月

准教授　清 水 将 一

論　文　
　単著　「社会福祉協議会ボランティアセンターにおける協働について」：ボランティアセンターの
　　　　  役割と課題そして未来像（地域協働研究所年報『地域協働』第６号 愛知江南短期大学　
　　　　  2010 年 3 月）
　単著　「阪神タイガース・ファン型ボランティアのすすめ」：甲子園球場的コミュニティに関する
　　　　  考察（『福祉研究』101 号 日本福祉大学社会福祉学会 2010 年 3 月）

准教授　長 坂 和 則

単行本　
　共著　精神保健福祉士国家試験対策用語辞典〔「精神医学」「精神科リハビリテーション学」
　　　  「精神保健福祉援助技術」担当〕　弘文堂　2010 年 6 月
　共著　精神保健福祉士国家試験対策選択別問題集〔「精神医学」「精神保健学」「精神保健福祉援
　　　   助技術」担当〕弘文堂　2010 年 9 月
　編著　精神保健福祉士国家試験専門５教科キーワード〔「精神科リハビリテーション学」「資料」
　　　   担当〕へるす出版　2010 年 11 月
　共著　人体の構造と機能及び疾病　社会福祉士シリーズ 1　〔「第 6 章精神保健学」担当〕弘文堂
　　　   2010 年 12 月

2010 年　研究活動報告



静岡福祉大学紀要  第 7 号（2011 年 1 月）

110

医療福祉学科
　

教授　石 井 幹 太

論　文
　共著　「新しい学問体系環境福祉学を志向した日本地域活性大学の創成研究（第１報）：創成理論」, 
　　　　  地域活性研究 Vol.1, 73 － 82, 2010.
　共著　「化学発光検出を利用した鉄鋼中ホウ素の連続試料注入 / 連続流れ分析システムの試作 , 材
　　　　  料とプロセス , Vol.23, 718-721, 2010.
その他
　共著　「地域活性大学の創成と人財育成」, 地域活性学会第２回研究大会論文集 ,pp.253-256, 2010.

教授　平 井  利 明 　

単行本
　共著　「QOL の向上とアクティビディサービス」明石出版　2010 年 3 月
　共著　「サービス介助士２級・準２級公認テキスト」日本ケアフィットサービス協会　2010 年 4 月
　共著　  文部科学省学習指導要領専門教科「情報」文部科学省　2010 年 4 月
論　文
　単著　「視覚障害者に対する差別用語と表現、意識：当事者の意識と学生の意識」　
　　　　 日本福祉文化学会福祉文化研究 2010.vol.19　2010 年 3 月
　単著　「障害者の就労支援とその施策、課題」単著　静岡福祉大学紀要 2010.1 vol.6 2010 年１月
その他
　単著　「運動機能障害のある人のための福祉機器開発の実践」日本福祉文化学会実践報告集第６号
　　　　 2010 年３月

講師　岡 澤 裕 子

論　文
　共著 　“Atmospheric neutrino oscillation analysis with sub-leading effects in 
　　　　    Super-Kamiokande I, II, and III”, Physical Review D81:092004
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健康福祉学科

教授　太 田 晴 康

単行本
　共著　『要約筆記者養成等調査検討事業報告書』平成 21 年度障害者自立支援調査研究プロジェクト
　　　　（厚生労働省助成事業）編　社会福祉法人聴力障害者情報文化センター　2010 年 3 月
論　文
　共著　「文字通訳による入力文の評価に関する研究」『通訳翻訳研究 No.9』　日本通訳翻訳学会
　　　　  2010 年 4 月

教授　末 廣 貴 生 子

単行本　
　単著　『外国人住民のための介護技術と日本語講座（日本語の練習編）』やまもと印刷工業
　　　　  2010 年 9 月

教授　田 崎 裕 美

単行本
　編著　『生活支援のための調理実習』建帛社　2010 年４月
　共著　『福祉のための家政学』　建帛社　2010 年４月
その他
　共著　Cooking Activities for Universal Design　- Support for Cooking Activities for the Elderly
            and People with Disabilities- The 3rd International Conference　for  Universal Design in 
            HAMAMATSU 2010 （第 3 回国際ユニバーサルデザイン会議　予稿集）

教授　戸 田 裕 司

単行本
　共著　『名公書判清明集』（官吏門）訳注稿　下』（ 清明集研究会、2010 年 9 月）

教授　中 野 い ず み

論　文　
　単著　「認知症ケアの模索：1970-80 年代における特別養護老人ホーム山水園の実践から－」
　　　　『社会福祉』第 50 号　日本女子大学社会福祉学会　2010 年 3 月

2010 年　研究活動報告
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准教授　向 山 　 守

単行本
　共著　『カミングズの詩を遊ぶ』　水声社　2010 年 7 月
　共著　（翻訳）『拓かれた空間：フォレスト・ガンダー対訳詩集』慶応義塾大学出版会　2010 年 10 月
論　文
　単著　「イエス・アイ・フィール・コーク」（『静岡福祉大学紀要』　静岡福祉大学　2010 年 1 月）


